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(57)【要約】
【課題】製品毎の照光面輝度や照光面色度のばらつき、
同一製品の照光面内での輝度や色度のばらつきを抑制し
、表示品位を向上させるバックライト及び液晶表示装置
の提供。
【解決手段】一端面から入射された光を一主面から出射
する第１導光板と、入射光端面と出射光端面を備え、前
記第１導光板の背面側に配置される第２導光板と、前記
第２導光板の前記入射光端面近傍に配置される光源と、
前記第１導光板と前記第２導光板の間に配置される反射
シートと、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射
シートを収納するシャーシと、前記シャーシとの間にお
いて前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シート
を挟持するリアカバーと、を含み、前記第１導光板と前
記第２導光板が厚み方向に位置決めされている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一端面から入射された光を一主面から出射する第１導光板と、
入射光端面と出射光端面を備え、前記第１導光板の背面側に配置される第２導光板と、
前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配置される光源と、
前記第１導光板と前記第２導光板の間に配置される反射シートと、
前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートを収納するシャーシと、
前記シャーシとの間において前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートを挟持す
るリアカバーと、を含み、
　前記第１導光板と前記第２導光板が厚み方向に位置決めされていることを特徴とするバ
ックライト。
【請求項２】
照光領域内における前記第１導光板と前記第２導光板の間は、空気層であることを特徴と
する請求項１記載のバックライト。
【請求項３】
前記第１導光板は、１又は複数の第１の位置決め部を備え、
前記第２導光板は、前記第１の位置決め部とは異なる位置に１又は複数の第２の位置決め
部を備え、
前記シャーシは、前記第１の位置決め部に対向する位置に第１の係合部を備えると共に、
前記第２の位置決め部に対向する位置に第２の係合部を備えることを特徴とする請求項２
記載のバックライト。
【請求項４】
前記第１導光板は、１又は複数の第１の突起部を備え、
前記第２導光板は、前記第１の突起部とは異なる位置に１又は複数の第２の突起部を備え
、
前記シャーシは、前記第１の突起部に対向する位置に第１の凹状部を備えると共に、前記
第２の突起部に対向する位置に第２の凹状部を備えることを特徴とする請求項２記載のバ
ックライト。
【請求項５】
前記第１導光板は、１又は複数の第１の凹状部を備え、
前記第２導光板は、前記第１の凹状部とは異なる位置に１又は複数の第２の凹状部を備え
、
前記シャーシは、前記第１の凹状部に対向する位置に第１の突起部を備えると共に、前記
第２の突起部に対向する位置に第２の突起部を備えることを特徴とする請求項２記載のバ
ックライト。
【請求項６】
前記第１導光板は、１又は複数の第１の穴部を備え、
前記第２導光板は、１又は複数の第２の穴部を備え、
前記シャーシは、前記第１の穴部及び前記第２の穴部に対向する位置に１又は複数の突起
部を備えることを特徴とする請求項２記載のバックライト。
【請求項７】
前記第１導光板は、１又は複数の第１の穴部を備え、
前記第２導光板は、１又は複数の第２の穴部を備え、
前記リアカバーは、前記第１の穴部及び前記第２の穴部に対向する位置に１又は複数の突
起部を備えることを特徴とする請求項２記載のバックライト。
【請求項８】
前記第１の位置決め部及び前記第２の位置決め部は、照光領域外に形成されていることを
特徴とする請求項３記載のバックライト。
【請求項９】
前記第１の位置決め部は、前記第１導光板の対向する２辺に形成され、前記第２の位置決
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め部は、前記第２導光板の対向する２辺に形成されていることを特徴とする請求項８記載
のバックライト。
【請求項１０】
前記第１の位置決め部は、前記第１導光板の点対称となる位置に形成され、前記第２の位
置決め部は、前記第２導光板の点対称となる位置に形成されていることを特徴とする請求
項９記載のバックライト。
【請求項１１】
前記第１の位置決め部は、前記第１導光板の点対称とならない位置に形成され、前記第２
の位置決め部は、前記第２導光板の点対称とならない位置に形成されていることを特徴と
する請求項９記載のバックライト。
【請求項１２】
前記反射シートは、１又は複数の第３の位置決め部を備えることを特徴とする請求項３記
載のバックライト。
【請求項１３】
前記反射シートは、前記第１の位置決め部に対応する位置に１又は複数の第３の位置決め
部を備えることを特徴とする請求項３記載のバックライト。
【請求項１４】
前記反射シートは、前記第１の位置決め部及び前記第２の位置決め部とは異なる位置に１
又は複数の第３の位置決め部を備え、
前記シャーシは、前記第３の位置決め部に対向する位置に第３の係合部を備えることを特
徴とする請求項３記載のバックライト。
【請求項１５】
前記光源は、複数の点状光源であることを特徴とする請求項１記載のバックライト。
【請求項１６】
前記点状光源は、少なくとも赤色、緑色及び青色の単色光を発光する複数種類の発光ダイ
オードを含み、前記第２導光板において前記複数種類の発光ダイオードからの複数色の光
が混色されることを特徴とする請求項１５記載のバックライト。
【請求項１７】
液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルを照明する照明装置と、を含む液晶表示装置にお
いて、
　前記照明装置は、請求項１乃至１６のいずれか一に記載のバックライトを備えることを
特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライト及び液晶表示装置に関する。本発明は、特に、光源として発光
ダイオード（Light Emitting Diode；以下、「ＬＥＤ」と略記する）等の点状光源を適用
したバックライト及び液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータや携帯電話機などに用いられている液晶表示装置（ＬＣＤ：Li
quid Crystal Display）は、２枚の基板の間に液晶層を挿入した構造の液晶パネルと、そ
の裏面側に設けられたバックライトなどから構成される。
【０００３】
　バックライトの光源として、下記特許文献１に開示されているように冷陰極管（ＣＣＦ
Ｌ：Cold Cathode Fluorescent Lamp）などの線状光源が用いられていた。しかし、冷陰
極管は、色再現範囲の広さの問題を有している。そのため、近年においてはＬＥＤを光源
として用いたバックライトが増加している。
【０００４】
　ＬＥＤを中型および大型の表示装置のバックライト用光源として用いる場合、必要な輝
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度を実現するために、多数のＬＥＤが必要である。さらに白色の照明光を得るために、赤
色、緑色、青色の各色に対応する波長の光を発光する複数のＬＥＤが用いられる。
【０００５】
　この３色のＬＥＤをバックライト用光源として用いる場合、それぞれの色の光が均一に
混色される必要がある。また、バックライトは、該混色された光を色むらなく表示面側に
出射させる必要がある。そのため、バックライトは、照明用のための第１導光板の他に、
混色用のための第２導光板を必要とする。このようなＬＥＤを光源として用いた液晶表示
装置の例が、下記特許文献２に開示されている。図４２は、この種の液晶表示装置の構成
を示す断面図である。
【０００６】
　図４２に示すように、液晶表示装置は、液晶パネル３９とそれを照明する光源装置を備
える。光源装置は、主として、光源としてのＬＥＤ３１と、第１導光板３７と、第２導光
板３３とを含む。第２導光板３３は、その一端においてＬＥＤ３１から出射した光を受け
る。そして、第２導光板３３は、その内部において入射した光を混色することにより、白
色光として他端から出射する。第１導光板３７は、第２導光板３３から出射した光を入射
させて平面全面から出射する。この第１導光板３７から出射された光は、液晶パネル３９
を照明する。第２導光板３３の入射面の近傍にはＬＥＤ３１と第１のリフレクタ３２が設
けられている。ＬＥＤ３１は、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の各色に対応する波
長の光を発光する３種類のＬＥＤが用いられる。
【０００７】
　第１のリフレクタ３２は、ＬＥＤ３１から発生する光を反射させることにより、当該光
を第２導光板３３に導く。第２導光板３３の出射面側には第２のリフレクタ３４が設けら
れている。第２リフレクタ３４は、第１導光板３７の入射端面に光を反射させるためのも
のである。この第２リフレクタ３４は、第２導光板３３の出射面と第１導光板３７の１側
面を囲むように設けられている。第１のリフレクタ３２と第２のリフレクタ３４の内側の
表面は、光を効率よく反射させるために、鏡面を有している。第１導光板３７の表示面側
には液晶パネル３９が設けられている。また、第１導光板３７と液晶パネル３９の間には
光学シート３８が設けられている。光学シート３８は、拡散シート、保護シート、プリズ
ムシート等から構成されている。光学シート３８は、第１導光板３７から出射した後、光
学シート３８に入射した光を拡散あるいは集光する。その後、光学シート３８は、当該光
を液晶パネル３９の方向に出射する。
【０００８】
　第１導光板３７の裏面側（液晶パネル３９から遠い側）には反射シート３６が設けられ
ている。反射シート３６は、第１導光板３７の下面から出射された光を反射した後、再度
第１導光板３７に入射させる。このように、反射シート３６は、第１導光板における光の
利用効率を向上させるために使用される。
【０００９】
　次に、図４２を参照することにより、液晶表示装置における光の伝播が説明される。Ｌ
ＥＤ３１からの光は、直接又は第１のリフレクタ３２によって反射され、第２導光板３３
の入射面に入射する。第２導光板３３の入射面に入射した光は、第２導光板３３内を伝播
することにより混色される。十分に混色され白色光となった光は、第２導光板３３の出射
面から出射した後、第２のリフレクタ３４に入射する。第２のリフレクタ３４は、第２導
光板３３から出射された光を第１導光板３７の方向に反射する。第１導光板３７に入射し
た光は、面全体に均一に広がった後、光学シート３８、液晶パネル３９が設けられた側の
面である出射面（照光面）から出射される。第１導光板３７の裏面から出射された光は、
反射シート３６により反射する。当該反射した光は、再度第１導光板３７に入射する。
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－１０８９８８号公報
【特許文献２】特開２００４－１９９９６７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述した特許文献１は、バックライト光源として白色の蛍光管を使用した構造を開示し
ている。ここで、特許文献１は、導光板の入光部となる端面にそのような光源が隣接配置
された構造を開示している。この構造における導光板の保持構造は、特許文献１に開示さ
れているように、導光板の両側辺に一対の突起を外方に突出させた構成を有している。一
方、この導光板の保持構造は、導光板の裏面側のシャーシにおいて、上記突起に対応する
位置に凹状部を設けた構成を有している。このような構成においては、導光板の突起をシ
ャーシの凹状部に嵌合することにより、当該導光板が、その上下方向及び左右方向に位置
決めされる。さらに、このような構成においては、シャーシの凹状部と導光板の表面側に
配置された光学シートおよび液晶パネルとにより導光板の突起を挟持することにより、導
光板がその厚み方向に位置決めされるとともに保持される。
【００１２】
　しかしながら、上述した特許文献２に開示されているように、近年高画質化のために採
用されているＲ、Ｇ、Ｂ単色の発光ダイオードなどの点状光源を離散的に配置した光源と
第１導光板と第２導光板を使用したバックライトが知られている。このようなバックライ
トにおいては、関連技術には無い第２導光板の位置決め、保持構造の必要性が生じる。こ
のため、特許文献２には、第２導光板３３とアルミ板３５の隙間から混色した光が漏れな
い様に反射シート３６を折り曲げて、その反射シート３６を固定する方法が開示されてい
る。しかし、この方法においては、第２導光板３３と第１導光板３７とを一定距離の間隔
で保持する構造を有していない。そのため、この方法では、第２導光板３３と第１導光板
３７との間隔がばらつきやすいという問題がある。そのため、製品毎の照光面輝度や照光
面色度のばらつきや、同一製品の照光面内における輝度や色度のばらつきが大きくなって
しまうという問題が生じる。
【００１３】
　本発明の目的は、製品毎の照光面輝度や照光面色度のばらつきや、同一製品の照光面内
における輝度や色度のばらつきを抑制し、表示品位を向上させることができるバックライ
ト及び液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明のバックライトは、一端面から入射された光を一主面から出射する第１導光板と
、入射光端面と出射光端面を備え、前記第１導光板の背面側に配置される第２導光板と、
前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配置される光源と、前記第１導光板と前記第２導
光板の間に配置される反射シートと、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シート
を収納するシャーシと、前記シャーシとの間において前記第１導光板と前記第２導光板と
前記反射シートを挟持するリアカバーと、を含み、前記第１導光板と前記第２導光板が厚
み方向に位置決めされている。
【００１５】
　本発明の液晶表示装置は、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルを照明する照明装置
と、を含み、前記照明装置は、上記のバックライトを備える。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のバックライト、及び、該バックライトを供えた液晶表示装置によれば、製品毎
の照光面輝度や照光面色度のばらつきや、同一製品の照光面内における輝度や色度のばら
つきが抑えられることにより表示品位が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明のバックライト及び液晶表示装置は、その好ましい一実施の形態において、２種
類の導光板を個別に固定し、且つその導光板の隙間を一定に保つ構造を有するものである
。以下、本発明のバックライト及び液晶表示装置の実施形態が、図面を参照することによ
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り詳細に説明される。
【００１８】
　［第１の実施形態］
　まず、本発明の第１の実施形態に係るバックライト、及び、該バックライトを備えた液
晶表示装置が、図１を参照することにより説明される。
【００１９】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るバックライトを示す概略断面図である。
【００２０】
　図１に示すように、本実施形態に係るバックライトは、第１導光板１００と、第２導光
板２００と、光源３００と、反射シート４００と、シャーシ５００と、リアカバー６００
と、を備えている。ここで、第１導光板１００は、図１の右方の側面である一端面１００
ａから入射された光ＬＴ１を、図１の上方の平面である一主面１００ｂから照射光ＬＴ２
として出射する。第２導光板２００は、図１の左方の側面である入射光端面２００ａと、
図１の右方の側面である出射光端面２００ｂと、を備えている。第２導光板２００は、上
記第１導光板１００の一主面１００ｂ側と反対側である背面側であって、図１の下方側に
配置される。光源３００は、第２導光板２００の入射光端面２００ａの近傍に配置される
。反射シート４００は、第１導光板１００と第２導光板２００の間に配置される。特に、
反射シート４００は、第２導光板２００との間に空気層２１０を有するように配置される
。シャーシ５００は、第１導光板１００と第２導光板２００と反射シート４００を収納す
る。特に、シャーシ５００は、上記のように、第１導光板１００と反射シート４００と第
２導光板２００とが順次配置された状態で、これらを収納する。リアカバー６００は、上
記シャーシ５００との間において、第１導光板１００と第２導光板２００と反射シート４
００を挟持する。
【００２１】
　そして、本実施形態に係るバックライトにおいては、上記シャーシ５００とリアカバー
６００により、少なくとも第１導光板１００と第２導光板２００が厚み方向に所定の間隔
で、個別に位置決めされるとともに保持されている。
【００２２】
　本実施形態に係るバックライトにおいては、上述したような構成を有することにより、
光源３００と第１導光板１００と第２導光板２００と反射シート４００の位置精度が向上
する。したがって、本実施形態のバックライト、及び、該バックライトを備えた液晶表示
装置によれば、製品毎の照光面輝度や照光面色度のばらつきや、同一製品の照光面内にお
ける輝度や色度のばらつきを抑えることができる。これにより、本実施形態は、表示品位
を向上させることができるという効果を有している。
【００２３】
　なお、図１に示した本実施形態の各構成は、次以降の実施形態における次の各構成にそ
れぞれ対応する。すなわち、第１導光板１００は、第１導光板７に対応する。第２導光板
２００は、第２導光板５に対応する。空気層２１０は、空気層１３に対応する。光源３０
０は、光源３に対応する。反射シート４００は、反射シート８に対応する。シャーシ５０
０は、シャーシ１０に対応する。リアカバー６００は、リアカバー２に対応する。
【００２４】
　［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置が、図２乃至図９
を参照することにより説明される。
【００２５】
　図２は、本発明の第２の実施形態に係る液晶表示装置を示す分解斜視図である。図３は
、液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に直交する断面を示す部分断面図であ
る。ここで、図３は、後述する図７（ｂ）に示す液晶表示装置の平面図中のＡ－Ａ線にお
ける断面を示す。また、図４は、本実施形態に適用される第１導光板及び第２導光板を示
す概要図である。図４（ａ）は、第１導光板の突起部を示す平面図である。図４（ｂ）は
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、第２導光板の突起部を示す平面図である。図５は、本実施形態に適用されるシャーシ及
びリアカバーを示す概要図である。図５（ａ）は、シャーシの凹状部を示す平面図である
。図５（ｂ）は、リアカバーの爪部を示す平面図である。図６は、本実施形態に適用され
るリアカバーを示す斜視図である。図６（ａ）は、図５（ｂ）中の上側のリアカバーの爪
部を示す斜視図である。図６（ｂ）は、図５（ｂ）中の下側のリアカバーの爪部を示す斜
視図である。また、図７は、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の組み付け
平面図である。図７（ａ）は、説明の都合上、便宜的にシャーシに第１導光板及び第２導
光板を組み付けた状態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）から見た平
面図である。図７（ｂ）は、説明の都合上、便宜的に図７（ａ）の状態の液晶表示装置に
さらに、リアカバー、光源、液晶パネル及びフロントカバーを組み付けた状態を、液晶表
示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）から見た平面図である。図８は、本実施形態
に適用される第１導光板の突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向
に平行な断面を示す部分断面図である。ここで、図８は、図７（ｂ）に示す液晶表示装置
の平面図中のＢ－Ｂ線における断面を示す。図９は、本実施形態に適用される第２導光板
の突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分
断面図である。ここで、図９は、図７（ｂ）に示す液晶表示装置の平面図中のＣ－Ｃ線に
おける断面を示す。
【００２６】
　図２、図３に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置は、放熱板１と、リアカバー
２と、光源３と、リフレクタ４、６と、第２導光板５と、第１導光板７と、反射シート８
と、光学シート９と、シャーシ１０と、液晶パネル１１と、フロントカバー１２と、を備
えている。ここで、本実施形態に係る液晶表示装置に適用されるバックライトは、放熱板
１と、リアカバー２と、光源３と、リフレクタ４、６と、第２導光板５と、第１導光板７
と、反射シート８と、光学シート９と、シャーシ１０と、を備えている。
【００２７】
　以下、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の各構成が、具体的に説明され
る。
【００２８】
　図２、図３に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置に適用されるバックライトは
、放熱板１を有している。放熱板１は、例えばアルミニウムからなり、切出法によって成
形された板材である。
【００２９】
　バックライトは、図２、図３に示すように、放熱板１の前方（すなわち、図３の左方側
）に、リアカバー２を有している。リアカバー２は、例えばアルミニウムからなり、板材
をプレスによって成形したものである。リアカバー２は、図２、図５（ｂ）に示すように
、２つに分割された構成を有している。分割されたリアカバー２の間は、隙間２１となっ
ている。そして、図２、図３、図６（ａ）、図６（ｂ）に示すように、２つのリアカバー
２は、夫々底板２ａと、この底板２ａの隙間２１に対向する辺を除く３辺から、液晶表示
装置の前方（すなわち、図３の左方向）に延出する側板２ｂとを有している。図５（ｂ）
、図６（ａ）、図６（ｂ）、図８、図９に示すように、２つのリアカバー２は、光源３の
配列方向（すなわち、図５（ｂ）の左右方向）と直交する２辺の、側板２ｂよりも内側で
あって、且つバックライトの照光領域より外側の箇所に、爪部２ｃおよび爪部２ｄを有し
ている（なお、図２では爪部２ｃ及び爪部２ｄが省略されている。）。ここで、爪部２ｄ
は、爪部２ｃとは液晶表示装置の厚み方向（すなわち、図３の左右方向）の高さが異なっ
ている。また、図８、図９に示すように、上記爪部２ｄは、底板２ａから第２導光板５の
厚みよりも大きく液晶パネル１１側に向かって延びている。また、図３に示すように、底
板２ａの背面には、ねじ２２に整合する位置にナット２３が固定されている。ナット２３
は、ねじ２２が螺合するものである。そして、ねじ２２は、放熱板１に夫々形成された穴
部を挿通しているとともに、ナット２３に螺合している。これにより、リアカバー２は、
放熱板１からナット２３の高さ分の距離を隔てて放熱板１に連結されている。
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【００３０】
　なお、本実施形態において、バックライトの照光領域は、液晶パネル１１の表示領域に
対応する領域である。
【００３１】
　また、バックライトは、図２、図７（ｂ）に示すように、リアカバー２間の隙間２１に
配列された光源３を有している。光源３は、図３に示すように、基材３ａと、この基材３
ａの前面（すなわち、図面左方側の面）上に設けた複数の発光ダイオード３ｂとを有して
いる。基材３ａは、発光ダイオード３ｂの配列方向に延びる板状の部材である。この基材
３ａは、全ての発光ダイオード３ｂの間で共通化されている。そして、基材３ａは、図３
に示すように、ねじ２４により放熱板１に連結されている。これにより、基材３ａは、放
熱板１に密着している。また、複数の発光ダイオード３ｂのうち、一部は、赤色の光を出
射する赤色ダイオードである。また、複数の発光ダイオード３ｂのうちの、他の一部は、
緑色の光を出射する緑色ダイオードである。そして、残りの発光ダイオード３ｂは、青色
の光を出射する青色ダイオードである。
【００３２】
　更に、バックライトは、図３に示すように、光源３の前方（すなわち、図３の左方側）
に、入射した光の方向を９０゜曲げて出力するリフレクタ４を有している。リフレクタ４
は、概ね円柱を４分割した形状を有している。また、リフレクタ４は、図２、図７（ａ）
に示すように、発光ダイオード３ｂの配列方向に延びた形状を有している。また、リフレ
クタ４の曲面部分の内面は、鏡面を有している。そして、図３に示すように、リフレクタ
４には、発光ダイオード３ｂから前方（すなわち、図中左方向）に出射した光が入射され
る。リフレクタ４は、この光を側方に向けて出射するように、隙間２１に配置されている
。なお、リフレクタ４の前後方向（すなわち、図３の左右方向）の位置は、図３に示すよ
うに、リアカバー２の底板２ａよりも液晶表示装置の前方（すなわち、図３の左方側）の
、側板２ｂに相当する位置である。
【００３３】
　更にまた、バックライトは、図３に示すように、リフレクタ４から出射した光が入射す
る位置に、第２導光板５を有している。第２導光板５は、透明な板材を用いて形成されて
いる。この第２導光板５は、図３に示すように、一方のリアカバー２の内部に、その底板
２ａに平行に設けられている。また、第２導光板５は、リフレクタ４に光学的に結合して
いる。第２導光板５は、リフレクタ４から出射した光を側方に伝達すると共に、各色の光
を混合するものである。また、第２導光板５は、図４（ｂ）に示すように、その発光ダイ
オード３ｂの配列方向と直交する２辺であって、且つ、リアカバー２の爪部２ｃと整合す
る位置に、一対の突起部５ａを有している（なお、図２では突起部５ａが省略されている
。）。
【００３４】
　上記の一対の突起部５ａは、具体的には、図４（ｂ）に示すように、第２導光板５の対
向する２辺に配置され、且つ、当該第２導光板５の平面（図４（ｂ）の紙面）に垂直な回
転中心軸５ｚに対して点対称になる位置に配置されている。
【００３５】
　更にまた、バックライトは、図３に示すように、第２導光板５から見て、リフレクタ４
が配置されている側の反対側に、入射した光の方向を１８０゜曲げた後、出射するリフレ
クタ６を有している。リフレクタ６は、概ね円柱を２分割した形状を有している。このリ
フレクタ６は、図２、図７（ａ）に示すように、発光ダイオード３ｂの配列方向に延びて
いる。リフレクタ６の曲面部分の内面は、鏡面を有している。リフレクタ６は、図３に示
すように、一方のリアカバー２内に配置されている。また、リフレクタ６は、第２導光板
５に光学的に結合している。これにより、リフレクタ６は、第２導光板５から側方に出射
した光が入射された後、この光を折り返して側方に向けて出射する。
【００３６】
　更にまた、バックライトは、図３に示すように、第２導光板５の前方（すなわち、図３
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の左方側）に、第２導光板５と平行に配置された第１導光板７を有している。第１導光板
７は、透明な板材を用いて形成されている。そして、第１導光板７は、その一端縁がリフ
レクタ６に光学的に結合している。これにより、リフレクタ６によって折り返された光が
、第１導光板７の一端縁から入射する。第１導光板７の背面には、複数のドット（図示せ
ず）が形成されている。これにより、第１導光板７は、リフレクタ６から入射された光を
、液晶表示装置の前方（すなわち、図３の左方向）に向けて均一に出射する。また、第１
導光板７は、図４（ａ）に示すように、その発光ダイオード３ｂの配列方向と直交する２
辺であって、且つ、リアカバー２の爪部２ｄと整合する位置に、一対の突起部７ａを有し
ている（なお、図２では突起部７ａが省略されている。）。
【００３７】
　上記の一対の突起部７ａは、具体的には、図４（ａ）に示すように、第１導光板７の対
向する２辺に配置され、且つ、当該第１導光板７の平面（図４（ａ）の紙面）に垂直な回
転中心軸７ｚに対して点対称になる位置に配置されている。
【００３８】
　更にまた、バックライトは、図２、図３に示すように、第２導光板５と第１導光板７と
の間に、両導光板間における光の漏洩を防止するための反射シート８を有している。
【００３９】
　更にまた、バックライトは、図２、図３に示すように、第１導光板７の前方（すなわち
、図３の左方側）に、光学シート９を有している。図２、図３、図８、図９においては、
便宜上光学シート９は、１枚のシートとして描かれているが、実際には光学シート９は、
３枚の薄いシートが積層されたものである。即ち、光学シート９は、第１導光板７側から
順に、拡散シート、集光シート及び偏光シートが設けられた構成を有している。拡散シー
トは、透明シートに複数のビーズが貼付されたものである。これにより、拡散シートは、
入射した光を拡散する。
【００４０】
　一般に、液晶表示装置に適用する光学シートにおいて、この拡散シートを設けないと、
画像中に第１導光板７のドットが現れてしまう。また、集光シートは、透明シートの表面
にプリズム状の凹凸が形成された構成を有している。これにより、集光シートは、拡散シ
ートにより拡散された光を、液晶表示装置の前方（すなわち、図３の左方向）に集光する
。更に、偏光シートは、後述する液晶パネル１１に設けられている偏光板を透過する偏光
を透過させるとともに、透過しない偏光を後方に向けて反射するものである。なお、光学
シートは、必要とされる輝度に応じて最適に組み合わせて使用すればよく、必ずしも３枚
構成である必要はない。
【００４１】
　そして、バックライトは、図２、図３に示すように、光学シート９の前方（すなわち、
図３の左方側）に、枠状を有するシャーシ１０を有している。シャーシ１０は、図３、図
８、図９に示すように、上述の第２導光板５、リフレクタ６、反射シート８、第１導光板
７及び光学シート９を収納するためのものである。シャーシ１０は、図５（ａ）に示すよ
うに、その発光ダイオード３ｂの配列方向と直交する２辺であって、且つ、図４（ｂ）に
示した第２導光板５の突起部５ａに整合する位置に、一対の凹状部１０ａを有している。
また、シャーシ１０は、図５（ａ）に示すように、その発光ダイオード３ｂの配列方向と
直交する２辺であって、且つ、図４（ａ）に示した第１導光板７の突起部７ａに整合する
位置に、一対の凹状部１０ｂを有している（なお、図２では凹状部１０ａ及び凹状部１０
ｂが省略されている。）。上記凹状部１０ｂは、図７（ａ）、図８に示すように、第１導
光板７を落とし込む（落とし入れる）ことができ、且つ第１導光板７の突起部７ａに突き
当たる形状を有している。また、上記凹状部１０ａは、図７（ａ）、図９に示すように、
第２導光板５を落とし込む（落とし入れる）ことができ、且つ第２導光板５が第１導光板
７に当接しない位置で第２導光板５の突起部５ａに突き当たる形状を有している。これに
より、図３、図８、図９に示すように、第１導光板７と第２導光板５との間、厳密に言え
ば、反射シート８と第２導光板５との間に空気層１３が設けられる。したがって、第２導
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光板５に反りが生じた場合でも、反射シート８が第１導光板７に押し付けられることがな
いので、反射シート８と第１導光板７の位置が安定する。シャーシ１０は、図３、図７（
ｂ）に示すように、リアカバー２の内部に配置されている。このシャーシ１０とリアカバ
ー２とにより、図３、図８、図９に示すように、第２導光板５、反射シート８、第１導光
板７及び光学シート９が挟持されている。
【００４２】
　また、本実施形態に係る液晶表示装置は、図２、図３に示すように、光学シート９及び
シャーシ１０の前方（すなわち、図３の左方側）に、液晶パネル１１を有している。液晶
パネル１１には、信号基板（図示せず）が接続されており、この信号基板には、外部から
電力及び画像信号を入力するための配線（図示せず）が接続されている。なお、液晶表示
装置の前方（すなわち、図３の左方側）から見たときに、液晶パネル１１、光学シート９
、第１導光板７、反射シート８、放熱板１の外形は、相互に略等しくなっている。
【００４３】
　なお、液晶パネル１１は、具体的には図３に示すように、第１導光板７の一主面（光学
シート９側の面）から出射した光が、視野側（すなわち、図面左方側）に透過するように
構成された透過型の液晶パネルである。
【００４４】
　更に、液晶表示装置は、図２、図３、図８、図９に示すように、液晶パネル１１の前方
（すなわち、図３の左方側）に、フロントカバー１２を有している。このフロントカバー
１２とシャーシ１０とにより、図３、図８、図９に示すように、液晶パネル１１が挟持さ
れている。フロントカバー１２は、枠状の前面板１２ａを有している。この前面板１２ａ
は、図３、図８、図９に示すように、液晶パネル１１の前面（すなわち、図３の左方側の
面）の周縁部を覆っている。また、フロントカバー１２は、図３、図８、図９に示すよう
に、前面板１２ａの外縁部から後方に延びる４枚の側板１２ｂを有している。
【００４５】
　なお、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置において、第１導光板７の突起
部７ａは、本発明における第１の位置決め部に対応し、第２導光板５の突起部５ａは、本
発明における第２の位置決め部に対応する。また、シャーシ１０の凹状部１０ｂは、本発
明における第１の係合部に対応し、シャーシ１０の凹状部１０ａは、本発明における第２
の係合部に対応する。
【００４６】
　このように、本実施形態に係る液晶表示装置においては、シャーシ１０の凹状部１０ｂ
に第１導光板７の突起部７ａを係合することにより、第１導光板７の縦横方向が位置決め
されるとともに保持される。また、シャーシ１０の凹状部１０ａに第２導光板５の突起部
５ａを係合することにより、第２導光板５の縦横方向が位置決めされるとともに保持され
る。また、リアカバー２の爪部２ｄをシャーシ１０の凹状部１０ｂ内の第１導光板７の突
起部７ａに係合することにより、第１導光板７を挟持するため第１導光板７の厚み方向が
位置決めされるとともに保持される。また、リアカバー２の爪部２ｃをシャーシ１０の凹
状部１０ａ内の第２導光板５の突起部５ａに係合することにより、第２導光板５を挟持す
るため第２導光板５の厚み方向が位置決めされるとともに保持される。更に、図３、図８
、図９に示すように、発光ダイオード３ｂの基材３ａが固定された放熱板１をリアカバー
２に連結することにより、発光ダイオード３ｂを基準とした第２導光板５と第１導光板７
の厚み方向に対する位置が一定となる。
【００４７】
　すなわち、図７（ａ）、図８に示すように、シャーシ１０の凹状部１０ｂに第１導光板
７の突起部７ａを係合することにより、第１導光板７は、その縦横方向である面方向に位
置決めされるとともに保持される。ここで、第１導光板７の縦横方向とは、図４（ａ）に
示した第１導光板７の上下方向及び左右方向を意味する。また、図７（ａ）、図９に示す
ように、シャーシ１０の凹状部１０ａに第２導光板５の突起部５ａを係合することにより
、第２導光板５は、その縦横方向である面方向に位置決めされるとともに保持される。こ
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こで、第２導光板５の縦横方向とは、図４（ｂ）に示した第２導光板５の上下方向及び左
右方向を意味する。また、図７（ｂ）、図８に示すように、リアカバー２の爪部２ｄを、
シャーシ１０の凹状部１０ｂに落とし込まれた第１導光板７の突起部７ａに係合すること
により、第１導光板７が挟持される。そのため、第１導光板７は、厚み方向に位置決めさ
れるとともに保持される。また、図７（ｂ）、図９に示すように、リアカバー２の爪部２
ｃを、シャーシ１０の凹状部１０ａに落とし込まれた第２導光板５の突起部５ａに係合す
ることにより、第２導光板５が挟持される。そのため、第２導光板５は、厚み方向に位置
決めされるとともに保持される。これにより、第１導光板７と第２導光板５は、面方向、
及び、厚み方向において個別に位置決めされるとともに保持される。
【００４８】
　なお、図８に示す液晶表示装置の部分断面図においては、説明の都合上、第１導光板７
の図面上方に空気層１３を介して、第２導光板５を配置した構成が、便宜的に図示された
。これにより、第１導光板７と第２導光板５との厚み方向の位置関係が明確に示されてい
る。しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置において、図７（ｂ）に示す液晶表示
装置の平面図中のＢ－Ｂ線における断面には、実際には第２導光板５は存在しない。すな
わち、図７（ｂ）に示した組み付け状態において、図面下側のリアカバー２側に、爪部２
ｄが設けられている場合には、図８に示すように、液晶表示装置は、第１導光板７の上方
に第２導光板５が配置された構成を有する。以下、図１１、図２１、図２６、図３４、図
４０に示す各部分断面図は、いずれも同様に解釈される。
【００４９】
　また、図８では、第１導光板７の突起部７ａが、シャーシ１０の凹状部１０ｂとリアカ
バー２の爪部２ｄによって厚み方向に位置決めされるとともに保持される構成としたが、
本発明は、この構成に限定されるものではない。本実施形態に係るバックライト及び液晶
表示装置においては、後述する図１０に示すように、第１導光板７の突起部７ａに整合す
る位置に、反射シート８の突起部を設けた構成とすることもできる。これにより、第１導
光板７の突起部７ａと反射シート８の突起部とが、シャーシ１０の凹状部１０ｂとリアカ
バー２の爪部２ｄによって厚み方向に位置決めされるとともに保持される。また、本実施
形態に係るバックライト及び液晶表示装置においては、後述する図１２に示すように、第
１導光板７の突起部７ａ及び第２導光板５の突起部５ａのいずれにも整合しない位置に、
反射シート８の突起部を設けた構成とすることもできる。この場合においては、反射シー
ト８の突起部に整合する位置に、各々シャーシ１０の凹状部とリアカバー２の爪部とを設
けた構成とする。これにより、第１導光板７と反射シート８と第２導光板５とは、個別に
位置決めされるとともに保持される。
【００５０】
　以下に、これらの各構成例が、図面を参照することにより説明される。なお、上述した
実施形態と同等の構成は、同一の符号を付して図中に示され、その説明が省略される。ま
た、以下の説明においては、上述した実施形態に示した図面が適宜参照される。
【００５１】
　図１０は、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例１に適用さ
れる反射シートの突起部を示す概要図である。また、図１１は、本実施形態の他の構成例
１に適用される反射シートの突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方
向に平行な断面を示す部分断面図である。
【００５２】
　本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例１に適用される第１導
光板７及び第２導光板５は、上述した図４（ａ）、図４（ｂ）に示した構成と同等である
。また、シャーシ１０及びリアカバー２は、上述した図５（ａ）、図５（ｂ）に示した構
成と同等である。また、反射シート８は、具体的には、例えば図１０に示すように、図４
（ａ）に示した第１導光板７の突起部７ａに整合する位置に一対の突起部８ａを有してい
る。ここで、図１０に示すように、一対の突起部８ａは、反射シート８の対向する２辺に
配置され、且つ、当該反射シート８の平面（図１０の紙面）に垂直な回転中心軸８ｚに対
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して点対称になる位置に配置されている。
【００５３】
　これによれば、図１１に示すように、シャーシ１０の凹状部１０ｂに第１導光板７の突
起部７ａと反射シート８の突起部８ａを係合することにより、第１導光板７及び反射シー
ト８は、その縦横方向である面方向に位置決めされるとともに保持される。そして、リア
カバー２の爪部２ｄを、シャーシ１０の凹状部１０ｂに落とし込まれた第１導光板７の突
起部７ａと反射シート８の突起部８ａに係合することにより、第１導光板７及び反射シー
ト８が挟持される。そのため、第１導光板７及び反射シート８は、厚み方向に位置決めさ
れるとともに保持される。すなわち、第１導光板７と反射シート８は、面方向、及び、厚
み方向において一体的に位置決めされるとともに保持される。また、第２導光板５は、上
述した実施形態と同様に、面方向、及び、厚み方向において単独で位置決めされるととも
に保持される。
【００５４】
　図１２－Ａは、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例２に適
用される反射シートを示す概要図である。図１２（ａ）は、反射シートの突起部を示す平
面図である。図１２－Ｂは、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構
成例２に適用されるシャーシ及びリアカバーを示す概要図である。図１２（ｂ）は、シャ
ーシの凹状部を示す平面図である。図１２（ｃ）は、リアカバーの爪部を示す平面図であ
る。また、図１３は、本実施形態の他の構成例２に係るバックライト及び液晶表示装置の
組み付け平面図である。図１３（ａ）は、説明の都合上、便宜的にシャーシに第１導光板
、反射シート及び第２導光板を組み付けた状態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図
３の右方側）から見た平面図である。図１３（ｂ）は、説明の都合上、便宜的に図１３（
ａ）の状態の液晶表示装置にさらに、リアカバー、光源、液晶パネル及びフロントカバー
を組み付けた状態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）から見た平面図
である。図１４は、本実施形態の他の構成例２に適用される反射シートの突起部を含む液
晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。こ
こで、図１４は、図１３（ｂ）に示す液晶表示装置の平面図中のＤ－Ｄ線における断面を
示す。
【００５５】
　本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例２に適用される第１導
光板７及び第２導光板５は、上述した図４（ａ）、図４（ｂ）に示した構成と同等である
。また、シャーシ１０及びリアカバー２は、上述した図５（ａ）、図５（ｂ）に示した構
成と同等である。また、反射シート８は、具体的には、例えば図１２（ａ）に示すように
、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示した第１導光板７の突起部７ａ及び第２導光板５の突起
部５ａのいずれにも整合しない位置に、一対の突起部８ａを有している。ここで、図１２
（ａ）に示すように、一対の突起部８ａは、反射シート８の対向する２辺に配置され、且
つ、当該反射シート８の平面に垂直な回転中心軸８ｚに対して点対称になる位置に配置さ
れている。
【００５６】
　また、図１２（ｂ）に示すように、シャーシ１０は、その発光ダイオード３ｂの配列方
向（図面左右方向）と直交する２辺であって、且つ、上記反射シート８の一対の突起部８
ａに整合する位置に、一対の凹状部１０ｄを有している。また、シャーシ１０は、この凹
状部１０ｄに加え、図５（ａ）に示した構成と同様に、第１導光板７の突起部７ａ及び第
２導光板５の突起部５ａに整合する位置に、各々一対の凹状部１０ｂ及び１０ａを有して
いる。
【００５７】
　ここで、上記凹状部１０ｄは、図１３（ａ）、図１４に示すように、反射シート８を落
とし込むことができ、且つ反射シート８の突起部８ａに突き当たる形状を有している。ま
た、図１２（ｃ）に示すように、リアカバー２は、液晶パネル１１の表示領域に対応する
照光領域より外側の箇所に、図５（ｂ）に示した爪部２ｃ及び爪部２ｄに加えて、爪部２



(13) JP 2009-87924 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

ｅを有している。ここで、爪部２ｅは、爪部２ｃ及び爪部２ｄとは高さが異なっている。
また、爪部２ｅは、反射シート８の突起部８ａと整合する位置に形成され、底板２ａから
第２導光板５の厚みよりも大きく液晶パネル１１側に向かって延びている。
【００５８】
　これによれば、図１３（ａ）、図８に示すように、シャーシ１０の凹状部１０ｂに第１
導光板７の突起部７ａを係合することにより、第１導光板７は、その縦横方向である面方
向に位置決めされるとともに保持される。また、図１３（ａ）、図１４に示すように、シ
ャーシ１０の凹状部１０ｄに反射シート８の突起部８ａを係合することにより、反射シー
ト８は、その縦横方向である面方向に位置決めされるとともに保持される。また、図１３
（ａ）、図９に示すように、シャーシ１０の凹状部１０ａに第２導光板５の突起部５ａを
係合することにより、第２導光板５は、その縦横方向である面方向に位置決めされるとと
もに保持される。
【００５９】
　また、図１３（ｂ）、図８に示すように、リアカバー２の爪部２ｄを、シャーシ１０の
凹状部１０ｂに落とし込まれた第１導光板７の突起部７ａに係合することにより、第１導
光板７が挟持される。そのため、第１導光板７は、厚み方向に位置決めされるとともに保
持される。また、図１３（ｂ）、図１４に示すように、リアカバー２の爪部２ｅを、シャ
ーシ１０の凹状部１０ｄに落とし込まれた反射シート８の突起部８ａに係合することによ
り、反射シート８が挟持される。そのため、反射シート８は、厚み方向に位置決めされる
とともに保持される。また、図１３（ｂ）、図９に示すように、リアカバー２の爪部２ｃ
を、シャーシ１０の凹状部１０ａに落とし込まれた第２導光板５の突起部５ａに係合する
ことにより、第２導光板５が挟持される。そのため、第２導光板５は、厚み方向に位置決
めされるとともに保持される。すなわち、第１導光板７と反射シート８と第２導光板５と
は、面方向、及び、厚み方向において個別に位置決めされるとともに保持される。
【００６０】
　なお、図４乃至図１４では、第１導光板７及び第２導光板５を平行に保持できるように
、突起部７ａ、突起部５ａ、凹状部１０ａ、１０ｂ、爪部２ｃ、２ｄを対向する２辺に形
成した構成が示されたが、３以上の辺に形成するものであってもよいし、１辺に複数箇所
形成するものであってもよい。また、第１導光板７及び第２導光板５をシャーシ１０に落
とし込む構造ではなく、第１導光板７及び第２導光板５の片側を差し込んだ後、反対側を
落とし込む構造を採用する場合には、リアカバー２の１辺にのみ、爪部２ｃ、２ｄを設け
ることもできる。また、図４乃至図１４では、突起部７ａ、突起部５ａ、凹状部１０ａ、
１０ｂ、爪部２ｃ、２ｄを対向する２辺の点対称となる位置に配置することによって、第
１導光板７及び第２導光板５の表裏が逆にならないようにした構成が示された。本発明は
、この構成に限定されるものではなく、突起部７ａ、５ａ、凹状部１０ａ、１０ｂ、爪部
２ｃ、２ｄを対向する２辺の点対称とならない位置に配置することによって、第１導光板
７及び第２導光板５の表裏及び左右が逆にならないようにすることができる。
【００６１】
　以下に、これらの各構成例が、図面を参照することにより説明される。
【００６２】
　図１５は、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例３に適用さ
れるシャーシ及びリアカバーを示す概要図である。図１５（ａ）は、シャーシの凹状部を
示す平面図である。図１５（ｂ）は、シャーシの凹状部の開口端を示す図である。ここで
、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）に示すシャーシの平面図のＥ－Ｅ線における矢視面を示
す。図１５（ｃ）は、リアカバーの爪部を示す平面図である。また、図１６は、本実施形
態の他の構成例３に係るバックライト及び液晶表示装置の組み付け平面図である。図１６
（ａ）は、説明の都合上、便宜的にシャーシに第１導光板及び第２導光板を組み付けた状
態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）から見た平面図である。図１６
（ｂ）は、説明の都合上、便宜的に図１６（ａ）の状態の液晶表示装置にさらに、リアカ
バー、光源、液晶パネル及びフロントカバーを組み付けた状態を、液晶表示装置の背面側
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（すなわち、図３の右方側）から見た平面図である。また、図１７は、本実施形態の他の
構成例３に適用される導光板の組み付け手順を示す概要図である。図１７（ａ）～図１７
（ｃ）は、導光板をシャーシに組み付ける際の各手順１～３を示す。ここで、図１７（ａ
）、図１７（ｂ）は、図１６（ａ）に示す液晶表示装置の平面図中のＦ－Ｆ線における断
面を示す。また、図１７（ｃ）は、図１６（ａ）に示す液晶表示装置の平面図中のＧ－Ｇ
線における断面を示す。
【００６３】
　本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例３に適用される第１導
光板７及び第２導光板５は、上述した図４（ａ）、図４（ｂ）に示した構成と同等である
。また、シャーシ１０は、例えば図１５（ａ）に示すように、対向する２辺のうち、図面
左方の辺に、第１導光板７の突起部７ａ及び第２導光板５の突起部５ａに整合する位置に
、凹状部１０ｂ及び１０ａを各１箇所ずつ有している。また、シャーシ１０は、例えば図
１５（ａ）、図１５（ｂ）に示すように、図面右方の辺に、第１導光板７の突起部７ａ及
び第２導光板５の突起部５ａに整合する位置に、凹状部１０ｆ及び１０ｅを各１箇所ずつ
有している。ここで、凹状部１０ｆ及び１０ｅは、シャーシ１０の内面側に開口端を有す
る穴状に形成される。
【００６４】
　凹状部１０ｆは、図１６（ａ）、図１７（ｂ）に示すように、第１導光板７の突起部７
ａをシャーシ１０の内側から差し込むことができ、且つその内面が第１導光板７の突起部
７ａの各面に突き当たる形状を有している。また、凹状部１０ｅは、図１６（ａ）、図１
７（ｃ）に示すように、第２導光板５の突起部５ａをシャーシ１０の内側から差し込むこ
とができ、且つその内面が第２導光板５の突起部５ａの各面に突き当たる形状を有してい
る。ここで、凹状部１０ｆ及び１０ｅは、図１７（ｃ）に示すように、シャーシ１０に第
１導光板７及び第２導光板５を組み付けた状態において、第２導光板５が第１導光板７に
当接しない位置に形成されている。また、リアカバー２は、図１５（ｃ）に示すように、
シャーシ１０の凹状部１０ｂ及び１０ａに整合する位置に、各１箇所ずつ爪部２ｄ及び２
ｃを有している。
【００６５】
　このような構成において、導光板の組み付け手順は、まず、図１７（ａ）に示すように
、シャーシ１０の内側から凹状部１０ｆに、第１導光板７の一方側（図面右方側）の突起
部７ａを差し込む（図中矢印参照）。ここで、シャーシ１０が樹脂等の変形し易い材質を
用いて形成されている場合には、この組み付け手順は、まず、外力を加えてシャーシ１０
の凹状部１０ｆを形成した辺を外方に広げるようにシャーシ１０を変形させる。これによ
り、シャーシ１０の凹状部１０ｆに第１導光板７の一方側の突起部７ａを差し込む作業が
、容易となる。そして、突起部７ａの差し込み後、上記外力の印加を解除することにより
、シャーシ１０は、元の形状に戻る。その後、図１７（ｂ）に示すように、シャーシ１０
の凹状部１０ｂに第１導光板７の他方側（図面左方側）の突起部７ａが落とし込まれる（
図中矢印参照）。これにより、図１６（ａ）に示すように、第１導光板７は、その縦横方
向である面方向に位置決めされるとともに保持される。加えて、第１導光板７の一方側の
突起部７ａは、シャーシ１０の凹状部１０ｆに差し込まれて嵌合するため、第１導光板７
の一方側が厚み方向に位置決めされるとともに保持される。
【００６６】
　次いで、第１導光板７上に、反射シート８を介在させた後、上記の第１導光板７と同等
の方法を用いて、第２導光板５がシャーシ１０に組み込まれる。すなわち、まず、シャー
シ１０の内側から凹状部１０ｅに、第２導光板５の一方側の突起部５ａが差し込まれる。
その後、シャーシ１０の凹状部１０ａに第２導光板５の他方側の突起部５ａが落とし込ま
れる。これにより、図１６（ａ）、図１７（ｃ）に示すように、第２導光板５は、その縦
横方向である面方向に位置決めされるとともに保持される。加えて、第２導光板５の一方
側の突起部５ａは、シャーシ１０の凹状部１０ｅに差し込まれて嵌合するため、第２導光
板５の一方側が、厚み方向に位置決めされるとともに保持される。
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【００６７】
　そして、図１６（ｂ）、図８に示すように、リアカバー２の１箇所に設けた爪部２ｄを
シャーシ１０の凹状部１０ｂに係合させることにより、凹状部１０ｂと爪部２ｄとにより
第１導光板７の他方側の突起部７ａが挟持される。そのため、第１導光板７の他方側が、
厚み方向に位置決めされるとともに保持される。また、図１６（ｂ）、図９に示すように
、リアカバー２の１箇所に設けた爪部２ｃをシャーシ１０の凹状部１０ａに係合させるこ
とにより、凹状部１０ａと爪部２ｃとにより第２導光板５の他方側の突起部５ａが挟持さ
れる。そのため、第２導光板５の他方側が、厚み方向に位置決めされるとともに保持され
る。したがって、第１導光板７と第２導光板５とは、空気層１３を介して平行に保持され
る。
【００６８】
　図１８は、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例４に適用さ
れる第１導光板及び第２導光板を示す概要図である。図１８（ａ）は、第１導光板の突起
部を示す平面図である。図１８（ｂ）は、第２導光板の突起部を示す平面図である。また
、図１９は、本実施形態の他の構成例４に適用されるシャーシ及びリアカバーを示す概要
図である。図１９（ａ）は、シャーシの凹状部を示す平面図である。図１９（ｂ）は、リ
アカバーの爪部を示す平面図である。
【００６９】
　本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例４に適用される第１導
光板７は、例えば図１８（ａ）に示すような構成を有している。具体的には、第１導光板
７の対向する２辺であって、且つ、当該第１導光板７の平面に垂直な回転中心軸７ｚに対
して点対称にならない位置に、一対の突起部７ａが設けられている。すなわち、一対の突
起部７ａは、回転中心軸７ｚに対して非点対称になる位置に配置されている。また、第２
導光板５は、例えば図１８（ｂ）に示すように、当該第２導光板５の対向する２辺であっ
て、且つ、当該第２導光板５の平面に垂直な回転中心軸５ｚに対して点対称にならない位
置に、一対の突起部５ａを有している。すなわち、一対の突起部５ａは、回転中心軸５ｚ
に対して非点対称になる位置に配置されている。また、図１９（ａ）に示すように、シャ
ーシ１０は、上記第１導光板７の突起部７ａ及び第２導光板５の突起部５ａに整合する位
置に、凹状部１０ｂ及び１０ａを有している。また、図１９（ｂ）に示すように、リアカ
バー２は、上記第１導光板７の突起部７ａ及び第２導光板５の突起部５ａに整合する位置
に、爪部２ｄ、２ｃを有している。
【００７０】
　すなわち、各々一対の第１導光板７の突起部７ａ、第２導光板５の突起部５ａ、シャー
シ１０の凹状部１０ａ、１０ｂ、リアカバー２の爪部２ｃ、２ｄが、対向する２辺の点対
称とならない位置に配置されている。これにより、第１導光板７及び第２導光板５をシャ
ーシ１０に組み付ける際に、第１導光板７及び第２導光板５の表裏及び左右が、逆になら
ないようにすることができる。
【００７１】
　次に、上記の各構成を有するバックライトを備えた液晶表示装置について、その動作が
説明される。
【００７２】
　先ず、液晶表示装置に、外部から電力及び画像信号が入力されることにより、液晶パネ
ル１１は、この画像信号に基づいて画像を形成する。一方、バックライトの複数の発光ダ
イオード３ｂ、即ち、赤色ダイオード、緑色ダイオード及び青色ダイオードは、夫々、赤
色、緑色、青色の光を前方（すなわち、図３の左方向）に向けて出射する。この各色の光
は、リフレクタ４に入射した後、リフレクタ４により進行方向を９０゜曲げられて、その
後、側方（すなわち、図３の上方向）に出射される。このリフレクタ４から出射した各色
の光は、第２導光板５に入射する。これらの光は、第２導光板５内を側方に伝達しながら
混色されることにより、白色光となってリフレクタ６に到達する。そして、この白色光は
、リフレクタ６により折り返されて、即ち、その進行方向を１８０゜曲げられた後、側方
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（すなわち、図３の下方向）に出射される。この光は、第１導光板７に入射した後、第１
導光板７内を側方に伝達しながらドットにより散乱され、その後、第１導光板７の前面（
すなわち、図３の左方側の面）から、液晶表示装置の前方（すなわち、図３の左方向）に
向かって略均一に出射される。
【００７３】
　そして、第１導光板７の前面から出射された光は、光学シート９によって拡散され、更
に集光され、更に偏光されて、液晶パネル１１に入射する。このとき、光学シート９の偏
光シートにおいて、液晶パネル１１に入射できる偏光のみが透過する。一方、液晶パネル
１１に入射できない偏光は、偏光シートによって後方に反射されて再利用される。即ち、
この後方に反射された光は、第１導光板７又は反射シート８により反射されて偏光方向が
変化した後、再び光学シート９に入射する。そして、光学シート９を透過した光が、液晶
パネル１１を透過することにより画像が付加され、液晶表示装置から前方（すなわち、図
３の左方向）に向けて出射される。これにより、液晶表示装置は、画像を表示することが
できる。このとき、発光ダイオード３ｂの動作に伴って、発光ダイオード３ｂが発熱する
。この熱は、放熱板１に伝達した後、この放熱板１から空気中に放熱される。これにより
、発光ダイオード３ｂが冷却される。更にまた、バックライトは、反射シート８を有して
いるため、光が第１導光板７内を伝達するときに、両導光板間において光が漏洩すること
を防止できる。これにより、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置は、光の利
用効率を向上させることができる。
【００７４】
　［第３の実施形態］
　次に、本発明の第３の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置が、図２０及び図
２２を参照することにより説明される。
【００７５】
　図２０は、本発明の第３の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される
リアカバーを示す概要図である。図２０（ａ）は、リアカバーの切り欠き部を示す平面図
である。図２０（ｂ）は、図２０（ａ）中の上側のリアカバーの切り欠き部を示す斜視図
である。図２０（ｃ）は、図２０（ａ）中の下側のリアカバーの切り欠き部を示す斜視図
である。図２１は、本実施形態に適用される第１導光板の突起部を含む液晶表示装置にお
ける発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。図２２は、本実施
形態に適用される第２導光板の突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列
方向に平行な断面を示す部分断面図である。ここで、図２１、図２２は、上述した図７（
ｂ）に示した液晶表示装置の平面図中のＢ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線における断面において、爪
部２ｄ、２ｃに替えて固定具を用いて断面を示したものである。
【００７６】
　前記した第２の実施形態に係るバックライトでは、リアカバー２に一体的に形成した爪
部２ｄと２ｃを用いて、第１導光板７と第２導光板５を裏面側で位置決めするとともに保
持する構成が示されたが、本発明は、この構成に限定されるものではない。
【００７７】
　第３の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置は、上記爪部２ｄ、２ｃの代わり
に、図２１、図２２に示すような固定具２５、２６を配置し、且つこの固定具２５、２６
を放熱板１に固定した構成を有していてもよい。すなわち、本実施形態に適用される第１
導光板７及び第２導光板５は、上述した図４（ａ）、図４（ｂ）に示した構成と同等であ
る。また、シャーシ１０は、上述した図５（ａ）に示した構成と同等である。また、図２
０（ａ）、図２０（ｂ）、図２０（ｃ）に示すように、リアカバー２は、液晶パネル１１
の表示領域に対応する照光領域より外側の箇所に、複数の切り欠き部２ｚを有している。
ここで、リアカバー２は、上記第１導光板７の突起部７ａ及び第２導光板５の突起部５ａ
に整合する位置に、切り欠き部２ｚを有している。そして、図２１、図２２に示すように
、放熱板１に固定された固定具２５、２６は、上記リアカバー２の切り欠き部２ｚを介し
て、シャーシ１０の凹状部１０ｂ、１０ａに落とし込まれた第１導光板７の突起部７ａ及
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び第２導光板５の突起部５ａに各々係合する。したがって、この構成でも第１導光板７と
第２導光板５を裏面側で位置決めするとともに保持することができる。また、本実施形態
は、固定具２５、２６を、上記放熱板１に固定するのではなく、リアカバー２に固定した
構成を有していてもよい。更に、本実施形態は、上述した図１０に示したように、反射シ
ート８に突起部を設け、固定具２５により第１導光板７及び反射シート８を厚み方向にお
いて一体的に位置決めするとともに保持した構成を有していてもよい。また、本実施形態
は、上述した図１２（ａ）、図１２（ｂ）、図１２（ｃ）に示したように、反射シート８
の突起部に整合する位置のシャーシ１０及びリアカバー２に、各々凹状部と爪部とを設け
た構成を有していてもよい。これにより、第１導光板７と反射シート８と第２導光板５と
を厚み方向において個別に位置決めするとともに保持することができる。
【００７８】
　なお、本実施形態においても、上述した第２の実施形態と同様に、第１導光板７及び第
２導光板５の突起部７ａ、５ａ、シャーシ１０の凹状部１０ｂ、１０ａ、放熱板１又はリ
アカバー２に接続される固定具２５、２６は、各々対向する２辺にのみ設ける構成に限定
されるものではない。すなわち、本実施形態においても、上記の各突起部７ａ、５ａ、凹
状部１０ｂ、１０ａ、固定具２５、２６は、３以上の辺に設けられるものであってもよい
し、１辺に複数個設けられるものであってもよい。また、本実施形態においても、上記と
同様に、各々一対の突起部７ａ、５ａ、凹状部１０ｂ、１０ａ、固定具２５、２６を、所
定の回転中心軸に対して点対称となる位置に配置した構成に限定されるものではない。す
なわち、本実施形態は、各々一対の突起部７ａ、５ａ、凹状部１０ｂ、１０ａ、固定具２
５、２６が、点対称とならない位置（すなわち、非点対称となる位置）に配置された構成
を有するものであってもよい。
【００７９】
　［第４の実施形態］
　次に、本発明の第４の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置が、図２３乃至図
２６を参照することにより説明される。
【００８０】
　図２３は、本発明の第４の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される
第１導光板及び第２導光板を示す概要図である。図２３（ａ）は、第１導光板の穴部を示
す平面図である。図２３（ｂ）は、第２導光板の穴部を示す平面図である。また、図２４
は、本実施形態に適用される反射シート及びシャーシを示す概要図である。図２４（ａ）
は、反射シートの穴部を示す平面図である。図２４（ｂ）は、シャーシの柱状突起部を示
す平面図である。また、図２５は、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の組
み付け平面図である。図２５（ａ）は、説明の都合上、便宜的にシャーシに第１導光板及
び第２導光板を組み付けた状態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）か
ら見た平面図である。図２５（ｂ）は、説明の都合上、便宜的に図２５（ａ）の状態の液
晶表示装置にさらに、リアカバー、光源、液晶パネル及びフロントカバーを組み付けた状
態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）から見た平面図である。また、
図２６は、本実施形態に適用される第１導光板、反射シート及びリアカバーの爪部を含む
液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
ここで、図２６は、図２５（ｂ）に示す液晶表示装置の平面図中のＨ－Ｈ線における断面
を示す。図２７は、本実施形態に適用される第１導光板、第２導光板の穴部とシャーシの
柱状突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部
分断面図である。ここで、図２７は、図２５（ｂ）に示す液晶表示装置の平面図中のＩ－
Ｉ線における断面を示す。
【００８１】
　前記した第２の実施形態では、シャーシ１０の凹状部１０ｂに第１導光板７の突起部７
ａを係合させ、シャーシ１０の凹状部１０ａに第２導光板５の突起部５ａを係合させたバ
ックライトの構造が説明された。また、第２の実施形態では、リアカバー２の爪部２ｃ、
２ｄをシャーシ１０の凹状部１０ａ、１０ｂに係合させた構造が説明された。これによっ
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て、第２の実施形態では、第１導光板７及び第２導光板５の縦横方向及び厚み方向の位置
決め及び保持を行う構成が示されたが、本発明は、この構成に限定されるものではない。
【００８２】
　第４の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される第１導光板７は、図
２３（ａ）に示すように、該第１導光板７の照光領域外に一対の穴部７ｂを有している。
また、第２導光板５は、図２３（ｂ）に示すように、第２導光板５の照光領域外に一対の
穴部５ｂを有している。また、反射シート８も、図２４（ａ）に示すように、同様の穴部
８ｂを有している。また、本実施形態においては、シャーシ１０は、図２４（ｂ）に示す
ように、シャーシ１０の照光領域外に一対の柱状の突起部１０ｃを有している。更に、本
実施形態においては、図２４（ｂ）、図２７に示すように、シャーシ１０の内側であって
、第１導光板７の外縁部よりも外側、かつ、第２導光板５の外縁部よりも内側の部分に段
差部１０ｚが設けられている。ここで、上記第１導光板７の穴部７ｂ、第２導光板５の穴
部５ｂ及び反射シート８の穴部８ｂは、いずれも、シャーシ１０の突起部１０ｃに整合す
る位置に設けられている。また、リアカバー２は、上述した図５（ｂ）、図６（ａ）、図
６（ｂ）に示した構成と同等である。
【００８３】
　なお、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置において、第１導光板７の穴部
７ｂは、本発明における第１の位置決め部に対応し、第２導光板５の穴部５ｂは、本発明
における第２の位置決め部に対応する。また、シャーシ１０の突起部１０ｃは、本発明に
おける第１の係合部及び第２の係合部に対応する。
【００８４】
　そして、この構成においては、シャーシ１０に設けた柱状の突起部１０ｃが、各導光板
に設けた穴部７ｂ、５ｂ及び反射シート８に設けた穴部に挿入されると共にシャーシ１０
の段差部１０ｚに第２導光板５を当接させる。これによって、第１導光板７と第２導光板
５と反射シート８が位置決めされるとともに保持される。すなわち、本実施形態における
導光板の組み付け手順は、具体的には、まず、シャーシ１０に設けた柱状の突起部１０ｃ
が、第１導光板７に設けた穴部７ｂに挿入されるとともに、第１導光板７の周縁部がシャ
ーシ１０に当接する。次いで、上記突起部１０ｃが、反射シート８に設けた穴部８ｂに挿
入されるとともに、反射シート８が第１導光板７に当接する。次いで、突起部１０ｃが、
第２導光板５に設けた穴部５ｂに挿入されるとともに、第２導光板５の周縁部がシャーシ
１０の段差部１０ｚに当接する。これにより、図２５（ａ）、図２７に示すように、第１
導光板７及び反射シート８の各一対の穴部７ｂ、８ｂに、シャーシ１０の各突起部１０ｃ
が差し込まれて嵌合する。そのため、第１導光板７及び反射シート８は、縦横方向である
面方向に位置決めされるとともに保持される。また、図２５（ａ）、図２７に示すように
、第２導光板５の一対の穴部５ｂに、シャーシ１０の各突起部１０ｃが差し込まれて嵌合
するため、第２導光板５は、縦横方向である面方向に位置決めされるとともに保持される
。また、図２５（ｂ）、図２６に示すように、シャーシ１０の各突起部１０ｃに穴部７ｂ
、８ｂが差し込まれて、シャーシ１０内側に落とし込まれた第１導光板７及び反射シート
８の周縁部に、リアカバー２の爪部２ｄが係合する。これにより、第１導光板７及び反射
シート８が挟持される。そのため、第１導光板７及び反射シート８は、厚み方向に位置決
めされるとともに保持される。また、図２５（ｂ）、図２７に示すように、シャーシ１０
の各突起部１０ｃに穴部５ｂが差し込まれて、シャーシ１０内側の段差部１０ｚに当接す
る位置まで落とし込まれた第２導光板５の周縁部に、リアカバー２の爪部２ｃを係合する
。これにより、第２導光板５が挟持される。そのため、第２導光板５は、厚み方向に位置
決めされるとともに保持される。これにより、第１導光板７と第２導光板５とは、空気層
１３を介して平行に保持される。
【００８５】
　図２８は、本実施形態の他の構成例に適用されるシャーシ及びリアカバーを示す概要図
である。図２８（ａ）は、シャーシを示す平面図である。図２８（ｂ）は、リアカバーの
爪部及び突起部を示す平面図である。図２９は、本実施形態の他の構成例に適用されるリ
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アカバーを示す斜視図である。図２９（ａ）は、図２８（ｂ）中の上側のリアカバーの爪
部を示す斜視図である。図２９（ｂ）は、図２８（ｂ）中の下側のリアカバーの爪部を示
す斜視図である。図３０は、本実施形態の他の構成例に適用される第１導光板、第２導光
板の穴部とリアカバーの柱状突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方
向に平行な断面を示す部分断面図である。ここで、図３０は、上述した図２５（ｂ）に示
した液晶表示装置の平面図中のＩ－Ｉ線における断面において、シャーシ１０に替えてリ
アカバー２に突起部を設けた断面を示したものである。
【００８６】
　本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置は、上述した図２４、図２７に示した
構成に替えて、図２９、図３０に示すように、リアカバー２に柱状の突起部を設けた構造
を有するものであっても良い。これによれば、該突起部を各導光板７、５に設けた穴部７
ｂ、５ｂに挿入することによって、第１導光板７及び第２導光板５が位置決めされるとと
もに保持される。
【００８７】
　本実施形態の他の構成例に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される第１導光板
７、第２導光板５及び反射シート８は、上述した図２３（ａ）、図２３（ｂ）、図２４（
ａ）に示した構成と同等である。また、シャーシ１０は、例えば図２８（ａ）、図３０に
示すように、シャーシ１０内側であって、第１導光板７の外縁部よりも外側、かつ、第２
導光板５の外縁部よりも内側の部分に段差部１０ｚが設けられている。また、リアカバー
２は、例えば図２８（ｂ）、図２９（ａ）、図２９（ｂ）に示すように、液晶パネル１１
の表示領域に対応する照光領域より外側の箇所に、爪部２ｃ及び爪部２ｄを有している。
また、リアカバー２は、爪部２ｃの基部の底板２ａから垂直に突出した一対の柱状の突起
部２ｆを有している。ここで、突起部２ｆは、図２８（ｂ）、図２９（ａ）、図２９（ｂ
）、図３０に示すように、２つに分割されたリアカバー２のうち、第２導光板５上に組み
付けられるリアカバー２（すなわち、図２８（ｂ）中の下側のリアカバー）にのみ設けら
れる。
【００８８】
　そして、このような構成において、図３０に示すように、リアカバー２に設けた柱状の
突起部２ｆｃが、各導光板に設けた穴部７ｂ、５ｂ及び反射シート８に設けた穴部に挿入
される。また、図２６に示したように、シャーシ１０内側に落とし込まれた第１導光板７
及び反射シート８の周縁部に、リアカバー２の爪部２ｄが係合することにより、第１導光
板７及び反射シート８が挟持される。また、図３０に示すように、シャーシ１０内側の段
差部１０ｚに当接する位置まで落とし込まれた第２導光板５の周縁部に、リアカバー２の
爪部２ｃを係合することにより、第２導光板５が挟持される。そのため、第１導光板７、
反射シート８及び第２導光板５は、縦横方向である面方向に位置決めされるとともに保持
される。また、第１導光板７と反射シート８は、厚み方向において一体的に位置決めされ
るとともに保持される。また、第２導光板５は、第１導光板７と反射シート８とは独立し
て、厚み方向において単独で位置決めされるとともに保持される。これにより、第１導光
板７と第２導光板５とは、空気層１３を介して平行に保持される。
【００８９】
　なお、本発明は、上述した構成に限定されない。すなわち、本実施形態のさらに他の構
成例は、反射シート８を第１導光板７よりも大きく、かつ第２導光板５よりも小さく形成
した構成を有するものであってもよい。ここで、シャーシ１０は、反射シート８が当接す
る第１の段差部及び第２導光板５が当接する第２の段差部を個別に設けた構成を有するも
のであってもよい。これにより、本実施形態は、第１導光板７と反射シート８と第２導光
板５とを厚み方向において個別に位置決めするとともに保持することができる。また、本
実施形態においても、上述した第２の実施形態（図４、図５参照）と同様に、穴部５ｂ、
７ｂ、突起部１０ｃを対向する２辺の点対称となる位置に配置することによって、第１導
光板７及び第２導光板５の表裏が逆にならないようにすることができる。更に、本実施形
態においても、上述した第２の実施形態（図１８、図１９参照）と同様に、穴部５ｂ、７
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ｂ、突起部１０ｃを対向する２辺の点対称とならない位置に配置することによって、第１
導光板７及び第２導光板５の表裏及び左右が逆にならないようにすることができる。
【００９０】
　また、本実施形態においても、上述した第２の実施形態と同様に、第１導光板７及び第
２導光板５の穴部７ｂ、５ｂ、シャーシ１０の突起部１０ｃ、リアカバー２の爪部２ｃを
、対向する２辺にのみ設ける構成に限定されるものではない。すなわち、本実施形態は、
上記の各穴部７ｂ、５ｂ、突起部１０ｃ、爪部２ｃを、３以上の辺に設けた構成を有する
ものであってもよいし、１辺に複数個設けた構成を有するものであってもよい。
【００９１】
　［第５の実施形態］
　次に、本発明の第５の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置が、図３１乃至図
３６を参照することにより説明される。
【００９２】
　図３１は、本発明の第５の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される
シャーシ及びリアカバーを示す概要図である。図３１（ａ）は、シャーシの凹状部を示す
平面図である。図３１（ｂ）は、シャーシの凹状部の開口端を示す図である。ここで、図
３１（ｂ）は、図３１（ａ）に示すシャーシの平面図のＪ－Ｊ線における矢視面を示す。
図３１（ｃ）は、リアカバーを示す平面図である。また、図３２は、本実施形態に係るバ
ックライト及び液晶表示装置の組み付け平面図である。図３２（ａ）は、説明の都合上、
便宜的にシャーシに第１導光板及び第２導光板を組み付けた状態を、液晶表示装置の背面
側（すなわち、図３の右方側）から見た平面図である。図３２（ｂ）は、説明の都合上、
便宜的に図３２（ａ）の状態の液晶表示装置にさらに、リアカバー、光源、液晶パネル及
びフロントカバーを組み付けた状態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図３の右方側
）から見た平面図である。また、図３３は、本実施形態に適用される導光板の組み付け手
順を示す概要図である。図３３（ａ）、図３３（ｂ）は、導光板をシャーシに組み付ける
際の手順１、２を示す。図３４は、本実施形態に適用される第１導光板の突起部を含む液
晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。こ
こで、図３４は、図３２（ｂ）に示す液晶表示装置の平面図中のＫ－Ｋ線における断面を
示す。図３５は、本実施形態に適用される第２導光板の突起部を含む液晶表示装置におけ
る発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。ここで、図３５は、
図３２（ｂ）に示す液晶表示装置の平面図中のＬ－Ｌ線における断面を示す。また、図３
６は、本実施形態に適用されるシャーシの他の構成例を示す概要図である。図３６（ａ）
は、シャーシの他の構成例を示す概要図である。図３６（ｂ）は、さらに他の構成例を示
す概要図である。
【００９３】
　第５の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される第１導光板７及び第
２導光板５は、上述した図４（ａ）、図４（ｂ）に示した構成と同等である。また、シャ
ーシ１０は、例えば図３１（ａ）、図３１（ｂ）に示すように、その対向する２辺（図面
左右の辺）であって、且つ、第１導光板７の突起部７ａに整合する位置に、一対の凹状部
１０ｆを有している。また、シャーシ１０は、その対向する２辺であって、且つ、第２導
光板５の突起部５ａに整合する位置に、一対の凹状部１０ｅを有している。ここで、凹状
部１０ｆ及び１０ｅは、シャーシ１０の内面側に開口端を有する穴状に形成される。
【００９４】
　上述した第２の実施形態（図１５参照）と同様に、凹状部１０ｆは、図３２（ａ）、図
３４に示すように、第１導光板７の突起部７ａをシャーシ１０の内側から差し込むことが
でき、且つ凹状部１０ｆの内面が第１導光板７の突起部７ａの各面に突き当たる形状を有
している。また、凹状部１０ｅは、図３２（ａ）、図３５に示すように、第２導光板５の
突起部５ａをシャーシ１０の内側から差し込むことができ、且つ凹状部１０ｅの内面が第
２導光板５の突起部５ａの各面に突き当たる形状を有している。ここで、凹状部１０ｆ及
び１０ｅは、図３４、図３５に示すように、シャーシ１０に第１導光板７及び第２導光板
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５を組み付けた状態において、第２導光板５が第１導光板７に当接しない位置に形成され
ている。また、リアカバー２は、図３１（ｃ）に示すように、上述した各実施形態に示し
たような爪部を有していない。すなわち、リアカバー２は、底板２ａと、該底板２ａの隙
間２１側の辺を除く３辺から延出する側板２ｂと、を有して構成されている。
【００９５】
　このような構成において、導光板の組み付け手順は、まず、シャーシ１０に第１導光板
７を組み付ける。ここでは、シャーシ１０が樹脂等の変形し易い材質や構造を用いて形成
されている場合が説明される。シャーシ１０への第１導光板７の組み付け手順は、具体的
には、図３３（ａ）に示すように、凹状部１０ｆ及び１０ｅを形成したシャーシ１０の対
向する２辺（図面左右の辺）に対して、外力を加えて外方に広げるように変形させる（図
中矢印参照）。これにより、シャーシ１０は、図３３（ｂ）に示すように、リアカバー２
が組み付けられる側（図面上方側）の端部が開くように変形する。この状態において、第
１導光板７の対向する２辺に設けた一対の突起部７ａが、シャーシ１０の内側から各凹状
部１０ｆに差し込まれる。次いで、第１導光板７上に、反射シート８が設置される。続い
て、上記の第１導光板７と同様に、第２導光板５の対向する２辺に設けた一対の突起部５
ａが、シャーシ１０の内側から各凹状部１０ｅに差し込まれる。
【００９６】
　その後、上記外力の印加を解除することによりシャーシ１０は、元の形状に戻る。これ
により、図３２（ａ）、図３４に示すように、第１導光板７の一対の突起部７ａが、シャ
ーシ１０の各凹状部１０ｆに差し込まれて嵌合するため、第１導光板７は、縦横方向であ
る面方向、及び、厚み方向に位置決めされるとともに保持される。また、図３２（ａ）、
図３５に示すように、第２導光板５の一対の突起部５ａが、シャーシ１０の各凹状部１０
ｅに差し込まれて嵌合するため、第２導光板５は、縦横方向である面方向、及び、厚み方
向に位置決めされるとともに保持される。したがって、第１導光板７と第２導光板５とは
、空気層１３を介して平行に保持される。その後、図３２（ｂ）に示すように、リアカバ
ー２がシャーシ１０に組み付けられて、第１導光板７及び第２導光板５が被覆されること
により保護される。
【００９７】
　なお、本実施形態においては、シャーシ１０を変形させた後、当該シャーシ１０に第１
導光板７及び第２導光板５を順次組み付ける手順について示したが、本発明は、これに限
定されるものではない。すなわち、シャーシ１０の材質や構造によっては、外力を加えた
場合であっても、上述したように第１導光板７及び第２導光板５を差し込むことができる
程度にシャーシ１０が変形しない場合がある。その具体例としては、例えばシャーシ１０
が金属等を用いて形成されている場合である。本実施形態は、このような場合には、シャ
ーシ１０を分割した構成を適用することができる。本実施形態の他の構成例に係るシャー
シ１０は、例えば図３６（ａ）に示すように、凹状部１０ｆ及び１０ｅを形成していない
辺（図面上下の辺）において２分割されることにより、図面左右に示した独立したシャー
シ部材１０Ｘ、１０Ｙを有している。また、別の他の構成例に係るシャーシ１０は、例え
ば図３６（ｂ）に示すように、シャーシ１０を構成する枠材の対向する角部（図面左上及
び右下の角部）において２分割されることにより、図面左下及び右上に示した独立したシ
ャーシ部材１０Ｘ、１０Ｙを有している。
【００９８】
　これらの構成例において、各シャーシ部材１０Ｘ、１０Ｙを図面左右方向（図中矢印参
照）にスライドさせることにより、第１導光板７及び第２導光板５が、シャーシ１０に組
み込まれる。このとき、第１導光板７及び第２導光板５の各突起部７ａ、５ａは、シャー
シ１０の内側から凹状部１０ｆ及び１０ｅに差し込まれて嵌合する。これにより、第１導
光板７及び第２導光板５は、縦横方向である面方向、及び、厚み方向に位置決めされると
ともに保持される。
【００９９】
　なお、図３６（ａ）、図３６（ｂ）に示したようなシャーシ１０を適用した液晶表示装
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置においては、当該シャーシ１０への第１導光板７及び第２導光板５の組み込み後、シャ
ーシ部材１０Ｘ、１０Ｙ相互が接合される必要がある。本実施形態においては、この接合
方法として、例えば接着や溶着、ネジによる固定、嵌合等の方法を用いてシャーシ部材１
０Ｘ、１０Ｙ相互を接合する手法が適用される。
【０１００】
　また、本実施形態においても、上記と同様に、第１導光板７及び第２導光板５の突起部
７ａ及び５ａ、シャーシ１０の凹状部１０ｆ及び１０ｅを、対向する２辺にのみ設ける構
成に限定されるものではない。すなわち、本実施形態は、上記の各突起部７ａ及び５ａ、
凹状部１０ｆ及び１０ｅを、３以上の辺に設けた構成を有するものであってもよいし、１
辺に複数個設けた構成を有するものであってもよい。また、本実施形態においても、上記
と同様に、各々一対の突起部７ａ及び５ａ、凹状部１０ｆ及び１０ｅを、所定の回転中心
軸（図４、図５参照）に対して点対称となる位置に配置した構成に限定されるものではな
い。すなわち、本実施形態においても、各々一対の突起部７ａ及び５ａ、凹状部１０ｆ及
び１０ｅが、点対称とならない位置（すなわち、非点対称となる位置）に配置された構成
を有するものであってもよい。
【０１０１】
　［第６の実施形態］
　次に、本発明の第６の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置が、図３７乃至図
４１を参照することにより説明される。
【０１０２】
　図３７は、本発明の第６の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される
第１導光板及び第２導光板を示す概要図である。図３７（ａ）は、第１導光板の平面図で
ある。図３７（ｂ）は、図３７（ａ）の第１導光板の側面図である。図３７（ｃ）は、第
２導光板の平面図である。図３７（ｄ）は、図３７（ｃ）の第２導光板の側面図である。
また、図３８は、本実施形態に適用されるシャーシを示す概要図である。図３８（ａ）は
、シャーシの平面図である。図３８（ｂ）は、シャーシの突起部を示す図である。ここで
、図３８（ｂ）は、図３８（ａ）に示すシャーシの平面図のＭ－Ｍ線における矢視面を示
す。また、図３９は、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の組み付け平面図
である。図３９（ａ）は、説明の都合上、便宜的にシャーシに第１導光板及び第２導光板
を組み付けた状態を、液晶表示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）から見た平面図
である。図３９（ｂ）は、説明の都合上、便宜的に図３９（ａ）の状態の液晶表示装置に
さらに、リアカバー、光源、液晶パネル及びフロントカバーを組み付けた状態を、液晶表
示装置の背面側（すなわち、図３の右方側）から見た平面図である。また、図４０は、本
実施形態に適用される第１導光板の凹状部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの
配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。ここで、図４０は、図３９（ｂ）に示す
液晶表示装置の平面図中のＮ－Ｎ線における断面を示す。また、図４１は、本実施形態に
適用される第２導光板の凹状部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に
平行な断面を示す部分断面図である。ここで、図４１は、図３９（ｂ）に示す液晶表示装
置の平面図中のＰ－Ｐ線における断面を示す。
【０１０３】
　前記した第５の実施形態に係るバックライトにおいては、第１導光板７及び第２導光板
５に設けた一対の突起部７ａ、５ａを、シャーシ１０に設けた一対の凹状部１０ｆ、１０
ｅに差し込むことにより嵌合する構成が示された。本発明は、この構成に限定されるもの
ではない。
【０１０４】
　第６の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される第１導光板７は、例
えば図３７（ａ）、図３７（ｂ）に示すように、その対向する２辺（図面左右の辺）の端
面に、一対の凹状部７ｃを有している。また、第２導光板５は、例えば図３７（ｃ）、図
３７（ｄ）に示すように、その対向する２辺の端面に、一対の凹状部５ｃを有している。
ここで、凹状部７ｃ及び５ｃは、上記２辺の端面に開口端を有する穴状に形成される。ま
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た、図３８（ａ）、図３８（ｂ）に示すように、シャーシ１０は、その対向する２辺（図
面左右の辺）であって、且つ、第１導光板７の一対の凹状部７ｃに整合する位置に、一対
の突起部１０ｇを有している。また、シャーシ１０は、その対向する２辺であって、且つ
、第２導光板５の一対の凹状部５ｃに整合する位置に、一対の突起部１０ｈを有している
。ここで、突起部１０ｇ及び１０ｈは、シャーシ１０の内面側に突出するように形成され
る。
【０１０５】
　ここで、第１導光板７の凹状部７ｃは、図３９（ａ）、図４０に示すように、シャーシ
１０の内側において、突起部１０ｇを差し込むことができ、且つ凹状部７ｃの内面が突起
部１０ｇの各面に突き当たる形状を有している。また、第２導光板５の凹状部５ｃは、図
３９（ａ）、図４１に示すように、シャーシ１０の内側において、突起部１０ｈを差し込
むことができ、且つ凹状部５ｃの内面が突起部１０ｈの各面に突き当たる形状を有してい
る。ここで、突起部１０ｇ及び１０ｈは、図４０、図４１に示すように、シャーシ１０に
第１導光板７及び第２導光板５を組み付けた状態において、第２導光板５が第１導光板７
に当接しない位置に形成される。また、リアカバー２は、上述した図３１（ｃ）に示した
構成と同等である。
【０１０６】
　なお、本実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置において、第１導光板７の凹状
部７ｃは、本発明における第１の位置決め部に対応し、第２導光板５の凹状部５ｃは、本
発明における第２の位置決め部に対応する。また、シャーシ１０の突起部１０ｇは、本発
明における第１の係合部及び第２の係合部に対応し、シャーシ１０の突起部１０ｈは、本
発明における第１の係合部及び第２の係合部に対応する。
【０１０７】
　このような構成において、導光板の組み付けは、上述した第５の実施形態と同様に、シ
ャーシ１０を変形させた状態で行われる。すなわち、シャーシ１０への第１導光板７の組
み付け手順は、具体的には、まず、突起部１０ｇ及び１０ｈを形成したシャーシ１０の対
向する２辺に対して、外力を加えることにより外方に広げるように変形させる。この状態
において、第１導光板７の対向する２辺に設けた一対の凹状部７ｃに、シャーシ１０の内
側の各突起部１０ｇが差し込まれる。次いで、第１導光板７上に、反射シート８が設置さ
れる。続いて、上記の第１導光板７と同様に、第２導光板５の対向する２辺に設けた一対
の凹状部５ｃに、シャーシ１０の内側の各突起部１０ｈが差し込まれる。
【０１０８】
　その後、上記外力の印加を解除することによりシャーシ１０は、元の形状に戻る。これ
により、図３９（ａ）、図４０に示すように、第１導光板７の一対の凹状部７ｃにシャー
シ１０の各突起部１０ｇが、差し込まれて嵌合するため、第１導光板７は、面方向及び厚
み方向に位置決めされるとともに保持される。また、図３９（ａ）、図４１に示すように
、第２導光板５の一対の凹状部５ｃにシャーシ１０の各突起部１０ｈが、差し込まれて嵌
合するため、第２導光板５は、面方向及び厚み方向に位置決めされるとともに保持される
。したがって、第１導光板７と第２導光板５とは、空気層１３を介して平行に保持される
。その後、図３９（ｂ）に示すように、リアカバー２がシャーシ１０に組み付けられて、
第１導光板７及び第２導光板５が被覆されることにより保護される。
【０１０９】
　なお、本実施形態においても、上述した第５の実施形態と同様に、シャーシ１０の材質
や構造等に起因してシャーシ１０が十分に変形しない場合には、図３６（ａ）、図３６（
ｂ）に示したように、シャーシ１０を分割した構成が適用可能である。
【０１１０】
　また、本実施形態においても、上記と同様に、第１導光板７及び第２導光板５の凹状部
７ｃ及び５ｃ、シャーシ１０の突起部１０ｇ及び１０ｈを、対向する２辺にのみ設ける構
成に限定されるものではない。すなわち、本実施形態は、上記の各凹状部７ｃ及び５ｃ、
突起部１０ｇ及び１０ｈを、３以上の辺に設けるものであってもよいし、１辺に複数個設
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けた構成を有するものであってもよい。また、本実施形態においても、上記と同様に、各
々一対の凹状部７ｃ及び５ｃ、突起部１０ｇ及び１０ｈを、図３７（ａ）、図３７（ｂ）
に示すように、所定の回転中心軸７ｚ、５ｚに対して点対称となる位置に配置した構成に
限定されるものではない。すなわち、本実施形態においても、各々一対の凹状部７ｃ及び
５ｃ、突起部１０ｇ及び１０ｈが、点対称とならない位置（すなわち、非点対称となる位
置）に配置された構成を有するものであってもよい。
【０１１１】
　なお、上記の各実施形態においては、光源３の発光ダイオード３ｂとして、赤色ダイオ
ード、緑色ダイオード及び青色ダイオードを用いた構成が示されたが、発光ダイオード３
ｂとして白色ダイオードを使用しても良い。また、第２の実施形態における突起部５ａ、
７ａ、８ａ、凹状部１０ａ、１０ｂ、１０ｄ、爪部２ｃ、２ｄ、２ｅ、凹状部１０ｅ、１
０ｆは、例示である。また、第３の実施形態における突起部５ａ、７ａ、凹状部１０ａ、
１０ｂ、固定具２５、２６、及び、第４の実施形態における穴部５ｂ、７ｂ、突起部１０
ｃも例示である。また、第５の実施形態における突起部５ａ、７ａ、凹状部１０ｅ、１０
ｆ、シャーシ部１０Ｘ、１０Ｙ、及び、第６の実施形態における凹状部５ｃ、７ｃ、突起
部１０ｇ、１０ｈも例示である。
【０１１２】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、第１導光板７及び第２導光板５の
位置決め及び保持が可能な限りにおいて、その形状、配置、構造等は、適宜変更すること
ができる。
【０１１３】
　なお、本発明のバックライト、及び、該バックライトを備える液晶表示装置の他の実施
形態は、以下の通りである。これらの各実施形態は、いずれも、上述した各実施形態と同
等の作用効果を有している。
【０１１４】
　本発明の第７の実施形態に係るバックライトは、少なくとも一端面から入射された光を
一主面から出射する第１導光板と、入射光端面と出射光端面を備え、前記第１導光板の背
面側に配置される第２導光板と、前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配置される複数
の点状光源と、前記第１導光板と前記第２導光板の間に配置される反射シートと、前記点
状光源が固定される放熱部材と、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートを収
納するシャーシと、前記放熱部材に固定され前記シャーシとの間で前記第１導光板と前記
第２導光板と前記反射シートを挟持するリアカバーと、を備える。そして、前記第１導光
板と前記第２導光板が厚み方向において個別に位置決めされるとともに保持されている。
【０１１５】
　本発明の第８の実施形態に係るバックライトは、少なくとも一端面から入射された光を
一主面から出射する第１導光板と、入射光端面と出射光端面を備え、前記第１導光板の背
面側に配置される第２導光板と、前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配置される複数
の点状光源と、前記第１導光板と前記第２導光板の間に配置される反射シートと、前記点
状光源が固定される放熱部材と、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートを収
納するシャーシと、前記放熱部材に固定され前記シャーシとの間で前記第１導光板と前記
第２導光板と前記反射シートを挟持するリアカバーと、を備える。そして、前記第１導光
板と前記第２導光板と前記反射シートが厚み方向において個別に位置決めされるとともに
保持されている。
【０１１６】
　本発明の第９の実施形態に係るバックライトは、少なくとも一端面から入射された光を
一主面から出射する第１導光板と、入射光端面と出射光端面を備え、前記第１導光板の背
面側に配置される第２導光板と、前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配置される複数
の点状光源と、前記第１導光板と前記第２導光板の間に配置される反射シートと、前記点
状光源が固定される放熱部材と、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートを収
納するシャーシと、前記放熱部材に固定され前記シャーシとの間で前記第１導光板と前記
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第２導光板と前記反射シートを挟持するリアカバーと、を備える。そして、前記第１導光
板と前記反射シートが厚み方向において一体的に位置決めされるとともに保持され、前記
第２導光板が単独で位置決めされるとともに保持されている。
【０１１７】
　上記の第７乃至第９の実施形態のいずれか一に係るバックライトにおいて、照光領域内
で前記第２導光板と前記反射シートの間は空気層である。
【０１１８】
　上記の第７乃至第９の実施形態のいずれか一に係るバックライトにおいては、次の構成
とすることができる。バックライトは、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シー
トの照光領域外に設けられた突起部と、前記シャーシの前記突起部と対向する位置に設け
た凹状部と、が嵌合する構造を有している。これにより、前記第１導光板と前記第２導光
板と前記反射シートは、厚み方向において位置決めされるとともに保持される。
【０１１９】
　上記の第７乃至第９の実施形態のいずれか一に係るバックライトにおいては、次の構成
とすることができる。バックライトは、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シー
トの照光領域外に設けられた凹状部と、前記シャーシの前記凹状部と対向する位置に設け
た突起部と、が嵌合する構造を有している。これにより、前記第１導光板と前記第２導光
板と前記反射シートは、厚み方向において位置決めされるとともに保持される。
【０１２０】
　本発明の第１０の実施形態に係るバックライトは、少なくとも一端面から入射された光
を一主面から出射する第１導光板と、入射光端面と出射光端面とを備え、前記第１導光板
の背面側に配置される第２導光板と、前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配列される
複数の点状光源と、前記第１導光板と前記第２導光板との間に配置される反射シートと、
前記点状光源が固定される放熱部材と、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シー
トとを収納するシャーシと、前記放熱部材に固定され、前記シャーシとの間において前記
第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートとを挟持するリアカバーと、を少なくとも
備えるバックライトである。前記第１導光板は、１又は複数の第１の突起部を備え、前記
第２導光板は、前記第１の突起部とは異なる位置に１又は複数の第２の突起部を備えてい
る。前記シャーシは、前記第１の突起部に対向する位置に第１の凹状部を備えると共に、
前記第２の突起部に対向する位置に第２の凹状部を備えている。前記リアカバーは、前記
第１の凹状部に対向する位置に第１の爪部を備えると共に、前記第２の凹状部に対向する
位置に第２の爪部を備えている。そして、前記第１の凹状部と前記第１の突起部と前記第
１の爪部とが係合することにより、前記第１導光板が厚み方向において位置決めされると
ともに保持される。また、前記第２の凹状部と前記第２の突起部と前記第２の爪部とが係
合することにより、前記第２導光板が厚み方向において位置決めされるとともに保持され
る。
【０１２１】
　また、本発明の第１１の実施形態に係るバックライトは、少なくとも一端面から入射さ
れた光を一主面から出射する第１導光板と、入射光端面と出射光端面とを備え、前記第１
導光板の背面側に配置される第２導光板と、前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配列
される複数の点状光源と、前記第１導光板と前記第２導光板との間に配置される反射シー
トと、前記点状光源が固定される放熱部材と、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反
射シートとを収納するシャーシと、前記放熱部材に固定され、前記シャーシとの間におい
て前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートとを挟持するリアカバーと、を少な
くとも備えるバックライトである。前記第１導光板は、１又は複数の第１の突起部を備え
、前記第２導光板は、前記第１の突起部とは異なる位置に１又は複数の第２の突起部を備
えている。前記シャーシは、前記第１の突起部に対向する位置に第１の凹状部を備えると
共に、前記第２の突起部に対向する位置に第２の凹状部を備えている。前記放熱板には、
前記第１の凹状部に対向する位置に第１の爪部が固定されると共に、前記第２の凹状部に
対向する位置に第２の爪部が固定されている。そして、前記第１の凹状部と前記第１の突
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起部と前記第１の爪部とが係合することにより、前記第１導光板が厚み方向において位置
決めされるとともに保持される。また、前記第２の凹状部と前記第２の突起部と前記第２
の爪部とが係合することにより、前記第２導光板が厚み方向において位置決めされるとと
もに保持される。
【０１２２】
　上記の第１０及び第１１の実施形態に係るバックライトにおいて、前記反射シートは、
前記第１の突起部に相当する位置に１又は複数の第３の突起部を備えた構成とすることが
できる。そして、前記第１の凹状部と前記第１の突起部と前記第３の突起部と前記第１の
爪部とが係合することにより、前記第１導光板と前記反射シートとが厚み方向において一
体的に位置決めされるとともに保持される。
【０１２３】
　また、上記の第１０及び第１１の実施形態に係るバックライトにおいては、次の構成と
することができる。前記反射シートは、前記第１の突起部及び前記第２の突起部とは異な
る位置に１又は複数の第３の突起部を備えている。前記シャーシは、前記第３の突起部に
対向する位置に第３の凹状部を備えている。前記リアカバー又は前記放熱板は、前記第３
の凹状部に対向する位置に第３の爪部を備えている。そして、前記第３の凹状部と前記第
３の突起部と前記第３の爪部とが係合することにより、前記第１導光板及び前記第２導光
板とは独立して、前記反射シートが厚み方向において位置決めされるとともに保持される
。
【０１２４】
　また、上記の第１０及び第１１の実施形態に係るバックライトにおいては、次の構成と
することができる。前記第１の凹状部と前記第１の突起部と前記第１の爪部、及び、前記
第２の凹状部と前記第２の突起部と前記第２の爪部は、各々、前記点状光源の配列方向に
直交する２辺の点対称となる位置、若しくは点対称とならない位置に形成されている。
【０１２５】
　また、上記の第１０及び第１１の実施形態に係るバックライトにおいて、前記第１の突
起部と前記第２の突起部、又は、前記第１の突起部と前記第２の突起部と前記第３の突起
部は、照光領域外に形成されていることが好ましい。
【０１２６】
　また、本発明の第１２の実施形態に係るバックライトは、少なくとも一端面から入射さ
れた光を一主面から出射する第１導光板と、入射光端面と出射光端面とを備え、前記第１
導光板の背面側に配置される第２導光板と、前記第２導光板の前記入射光端面近傍に配列
される複数の点状光源と、前記第１導光板と前記第２導光板との間に配置される反射シー
トと、前記点状光源が固定される放熱部材と、前記第１導光板と前記第２導光板と前記反
射シートとを収納するシャーシと、前記放熱部材に固定され、前記シャーシとの間におい
て前記第１導光板と前記第２導光板と前記反射シートとを挟持するリアカバーと、を少な
くとも備えるバックライトである。前記第２導光板は、前記第１導光板及び前記反射シー
トよりも外形寸法が大きい。前記シャーシは、その周縁部に前記第２導光板のみが当接す
る段差部を備えると共に、１又は複数の突起部を備えている。前記第１導光板は、前記突
起部に対向する位置に第１の穴部を備え、前記第２導光板は、前記突起部に対向する位置
に第２の穴部を備えている。そして、前記第２導光板が前記段差部に当接することにより
、前記第１導光板と前記第２導光板とが厚み方向において個別に位置決めされるとともに
保持される。また、前記突起部と前記第１の穴部と前記第２の穴部とが係合することによ
り、前記第１導光板及び前記第２導光板が面方向において位置決めされるとともに保持さ
れる。
【０１２７】
　上記の第１２の実施形態に係るバックライトにおいて、前記突起部と前記第１の穴部と
前記第２の穴部は、前記点状光源の配列方向に直交する２辺の点対称となる位置、若しく
は点対称とならない位置に形成されている構成とすることができる。
【０１２８】
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　また、上記の第１２の実施形態に係るバックライトにおいて、前記第１の穴部と前記第
２の穴部は、照光領域外に形成されていることが好ましい。
【０１２９】
　また、上記の第１０乃至第１２の実施形態のいずれか一に係るバックライトにおいては
、次の構成とすることができる。前記点状光源は、発光ダイオードであることが好ましい
。また、前記発光ダイオードは、少なくとも赤色、緑色及び青色の単色光を発光する複数
種類の発光ダイオードを含み、前記第２導光板において前記複数種類の発光ダイオードか
らの複数色の光が混色される。
【０１３０】
　また、本発明の第１３の実施形態に係る液晶表示装置は、液晶表示パネルと、前記液晶
表示パネルを照明するバックライトとを少なくとも備える液晶表示装置である。この液晶
表示装置は、前記バックライトとして、上記第７乃至第１２の実施形態のいずれか一に記
載のバックライトを用いている。
【０１３１】
　以上説明したように、第７乃至第１３の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置
では、シャーシとリアカバーにより第１導光板と第２導光板を厚み方向において個別に位
置決めするとともに保持していることにより点状光源と光路の位置精度が向上する。
【０１３２】
　また、第７乃至第１３の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置は、シャーシと
リアカバーにより第１導光板と第２導光板と反射シートを厚み方向において個別に位置決
めするとともに保持することにより上記と同様の効果を得ることが可能となる。
【０１３３】
　また、第７乃至第１３の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置は、シャーシと
リアカバーにより第１導光板と反射シートを厚み方向において一体的に位置決めするとと
もに保持し、第２導光板を単独に位置決めするとともに保持することにより上記と同様の
効果を得ることが可能となる。
【０１３４】
　したがって、本発明は、上述したような構成を有することにより、以下のような効果を
有するものである。
【０１３５】
　本発明のバックライト、及び、該バックライトを供えた液晶表示装置によれば、光源と
第１導光板と第２導光板と反射シートの位置精度が向上し、製品毎の照光面輝度や照光面
色度のばらつきや、同一製品の照光面内における輝度や色度のばらつきが抑えられる。こ
れにより、本発明のバックライト及び液晶表示装置は、表示品位が向上する効果を有して
いる。その理由は、点状光源が固定される放熱部材に固定されたリアカバーと、第１導光
板と第２導光板と反射シートを収納するシャーシとにより、第１導光板と第２導光板と反
射シートを個別に位置決めするとともに保持しているからである。
【０１３６】
　また、本発明のバックライト及び液晶表示装置は、部材の破損を防止できる効果を有し
ている。その理由は、衝撃や振動で第１導光板と第２導光板からシャーシとリアカバー以
外の光学部材にストレスが作用しないからである。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　本発明は、バックライト及びバックライトを備える液晶表示装置並びに液晶表示装置を
備える任意の機器に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るバックライト概略断面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る液晶表示装置を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向
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に直交する断面を示す部分断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に適用される第１導光板及び第２導光板を示す概要図で
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に適用されるシャーシ及びリアカバーを示す概要図であ
る。
【図６】本発明の第２の実施形態に適用されるリアカバーを示す斜視図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の組み付け平面図
である。
【図８】本発明の第２の実施形態に適用される第１導光板の突起部を含む液晶表示装置に
おける発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に適用される第２導光板の突起部を含む液晶表示装置に
おける発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例
１に適用される反射シートの突起部を示す概要図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態の他の構成例１に適用される反射シートの突起部を含
む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である
。
【図１２－Ａ】本発明の第２の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構
成例２に適用される反射シートを示す概要図である。
【図１２－Ｂ】本発明の第２の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構
成例２に適用されるシャーシ及びリアカバーを示す概要図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態の他の構成例２に係るバックライト及び液晶表示装置
の組み付け平面図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態の他の構成例２に適用される反射シートの突起部を含
む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である
。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例
３に適用されるシャーシ及びリアカバーを示す概要図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態の他の構成例３に係るバックライト及び液晶表示装置
の組み付け平面図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態の他の構成例３に適用される導光板の組み付け手順を
示す概要図である。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の、他の構成例
４に適用される第１導光板及び第２導光板を示す概要図である。
【図１９】本発明の第２の実施形態の他の構成例４に適用されるシャーシ及びリアカバー
を示す概要図である。
【図２０】本発明の第３の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用されるリ
アカバーを示す概要図である。
【図２１】本発明の第３の実施形態に適用される第１導光板の突起部を含む液晶表示装置
における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図２２】本発明の第３の実施形態に適用される第２導光板の突起部を含む液晶表示装置
における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図２３】本発明の第４の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される第
１導光板及び第２導光板を示す概要図である。
【図２４】本発明の第４の実施形態に適用される反射シート及びシャーシを示す概要図で
ある。
【図２５】本発明の第４の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の組み付け平面
図である。
【図２６】本発明の第４の実施形態に適用される第１導光板、反射シート及びリアカバー
の爪部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断
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面図である。
【図２７】本発明の第４の実施形態に適用される第１導光板、第２導光板の穴部とシャー
シの柱状突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示
す部分断面図である。
【図２８】本発明の第４の実施形態の他の構成例に適用されるシャーシ及びリアカバーを
示す概要図である。
【図２９】本発明の第４の実施形態の他の構成例に適用されるリアカバーを示す斜視図で
ある。
【図３０】本発明の第４の実施形態の他の構成例に適用される第１導光板、第２導光板の
穴部とリアカバーの柱状突起部を含む液晶表示装置における発光ダイオードの配列方向に
平行な断面を示す部分断面図である。
【図３１】本発明の第５の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用されるシ
ャーシ及びリアカバーを示す概要図である。
【図３２】本発明の第５の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の組み付け平面
図である。
【図３３】本発明の第５の実施形態に適用される導光板の組み付け手順を示す概要図であ
る。
【図３４】本発明の第５の実施形態に適用される第１導光板の突起部を含む液晶表示装置
における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図３５】本発明の第５の実施形態に適用される第２導光板の突起部を含む液晶表示装置
における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図３６】本発明の第５の実施形態に適用されるシャーシの他の構成例を示す概要図であ
る。
【図３７】本発明の第６の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置に適用される第
１導光板及び第２導光板を示す概要図である。
【図３８】本発明の第６の実施形態に適用されるシャーシを示す概要図である。
【図３９】本発明の第６の実施形態に係るバックライト及び液晶表示装置の組み付け平面
図である。
【図４０】本発明の第６の実施形態に適用される第１導光板の凹状部を含む液晶表示装置
における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図４１】本発明の第６の実施形態に適用される第２導光板の凹状部を含む液晶表示装置
における発光ダイオードの配列方向に平行な断面を示す部分断面図である。
【図４２】関連技術（特許文献２）に係る液晶表示装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　放熱板
　２　リアカバー
　２ａ　底板
　２ｂ　側板
　２１　隙間
　２ｃ　爪部
　２ｄ　爪部
　２ｅ　爪部
　２ｆ　突起部
　３　光源
　３ａ　基材
　３ｂ　発光ダイオード
　４　リフレクタ
　５　第２導光板
　５ａ　突起部
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　５ｂ　穴部
　６　リフレクタ
　７　第１導光板
　７ａ　突起部
　７ｂ　穴部
　８　反射シート
　８ａ　突起部
　９　光学シート
　１０　シャーシ
　１０ａ　凹状部
　１０ｂ　凹状部
　１０ｃ　突起部
　１１　液晶パネル
　１２　フロントカバー
　１２ａ　前面板
　１２ｂ　側板
　２１　隙間
　２２　ねじ
　２３　ナット
　２４　ねじ
　２５　固定具
　２６　固定具
　３１　ＬＥＤ
　３２　第１のリフレクタ
　３３　第２導光板
　３４　第２のリフレクタ
　３５　アルミ板
　３６　反射シート
　３７　第１導光板
　３８　光学シート
　３９　液晶パネル
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